
漢
代
皇
帝
支
配
秩
序
の
形
成

ー
ー
帝
陵
へ
の
徒
遷
と
豪
族
ー
ー
ー

好

並

隆

司

序

モき
0::1 

①
 

さ
き
に
小
論
「
西
漢
皇
帝
支
配
の
性
格
と
繁
遷
」

に
お
い
て
、
漢
代
の
皇
帝
が
生
前
に
き
づ
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
初
陵
」
に
邑
を
つ
く
り
、

そ
ζ

に
揮
ば
れ
た
特
定
の
人
々
を
移
し
、
中
央
集
権
の
賓
を
あ
げ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
と
の
陵
邑
に
つ
い
て
の
指
摘
は
さ
き
に
鎌
田
重
雄
・
貝

@
 

塚
茂
樹
雨
氏
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
小
論
で
は
と
く
に
、
字
都
宮
清
吉
氏
の
「
西
漢
の
首
都
長
安
」
と
題
す
る
論
文
に
啓
護
さ
れ
る
と
乙
ろ

が
多
か
っ
た
。
氏
は
班
固
の
西
都
賦
に
記
す
「
三
選
」
を
「
高
官
の
家

、々

富
人
お
よ
び
そ
の
人
々
を
役
使
す
る
粂
併
家
た
ち
」
に
比
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
富
人
H
商
人
と
み
な
し
、
流
逼
を
介
し
て
中
央
集
権
を
は
か
る
政
策
と
し
て
、
徒
民
の
問
題
を
と
ら
え
た
。
そ
し
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て
宇
都
宮
氏
が
示
唆
さ
れ
た
粂
併
家
H
大
土
地
所
有
者
の
検
討
は
充
分
お
ζ

な
っ
て
お
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、

い
く
ぶ
ん
否
定
的
に
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
ふ
り
か
え
る
と
ζ

の
問
題
は
感
性
的
な
段
階
で
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
な
く
、
あ
ら
た
め
て
再
論
す
る
債
値
の
あ
る
論
黙
で
は

な
い
か
と
思
え
て
き
た
。
本
稿
で
は
陵
邑
に
従
遷
す
る
人
た
ち
の
う
ち
、
大
土
地
所
有
を
基
盤
と
し
て
い
る
富
人
に
焦
貼
を
あ
て
て
、

漢
代
の

土
地
所
有
制
に
あ
ら
た
な
照
明
を
あ
て
て
み
た
い
と
考
え
る
。
徒
民
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
春
秋
戦
園
期
か
ら
み
え
る
が
、

し
、
漢
代
の
徒
遷
政
策
そ
れ
自
佳
に
つ
い
て
も
奮
小
論
の
参
照
を
お
ね
が
い
し
て
、
乙
こ
で
は
論
旨
に
必
要
な
貼
だ
け
扱
う
ζ

と
そ
あ
ら
か
じ

本
稿
で
は
省
略

211 

め
お
乙
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
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陵
邑
従
民
の
意
義
と
歴
史

奮
小
論
で
は
漢
初
、
劉
敬
に
は
じ
ま
る
徒
民
策
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
上
奏
文
自
桂
は
引
用
し
な
か
っ
た
。

の
従
民
の
意
固
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ζ

こ
で
そ
れ
を
引
用
し
て
彼

秦
中
新
た
に
破
り
、
民
地
の
肥
簡
な
る
は
少
く
、

盆
質
す
べ
き
な
り
。
夫
れ
諸
侯
初
め
て
起
ち
し
時
、

賓
の
諸
国
、
楚
の
昭
・
屈
・

景
に

非
、ざ
れ
ば
よ
く
輿
る
な
し
。
今
、
陛
下
関
中
に
都
す
と
雄
も
賓
に
人
少
し
。
北
は
胡
冠
に
近
く
、
東
に
六
園
の
彊
族
あ
り
。

一
日
嬰
あ
れ

ば
陛
下
ま
た
未
だ
安
枕
し
て
臥
す
る
を
得、ざ
る
な
り
。
臣
願
わ
く
は
陛
下
、

斉
の
諸
回
・
楚
の
昭
・
屈
・
景
、
燕
・
越
・
韓
・
説
の
後
、

及
び
豪
傑
名
家
を
従
し
て
且
に
開
中
に
買
っ
べ
し
。
事
な
け
れ
ば
以
て
胡
に
備
う
べ
く
、
諸
侯
嬰
あ
れ
ば
亦
率
い
て
以
て
東
伐
す
る
に
足

る
。
此
れ
彊
本
弱
末
の
術
な
り
。
上
回
く
善
し
と
。
遁
ち
劉
敬
を
し
て
言
う
所
を
開
中
に
徒
せ
し
め
る
乙
と
十
除
高
口
。
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乙
れ
に
よ
る
と
高
祖
は
快
西
の
地
を
新
た
に
卒
定
し
た
が
、
劉
敬
の
み
る
と
乙
ろ
人
間
の
数
が
少
く
、
肥
鶴
な
耕
地
は
少
い
の
で
賦
労
働
力
の
充

一
位
中
圏
全
陸
の
朕
況
を
み
る
と
、
北
に
旬
奴
の
勢
力
が
あ
り
、
東
に
は
六
園
の
宗
族
が
盤
居
し
て
い
て
、
い
ず
れ
の
勢

力
も
放
置
で
き
な
い
。
だ
か
ら
東
方
の
豪
族
や
名
家
を
開
中
に
移
す
こ
と
に
す
れ
ば
、
旬
奴
へ
の
備
え
と
な
る
し
、
諸
侯
が
反
凱
の
ば
あ
い
で

買
が
必
要
で
あ
る
。

も
乙
れ
に
劃
慮
す
る
ζ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
穂
括
的
に
み
る
と
劉
敬
の
こ
の
策
は
右
文
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
お
り
強
本
弱
末
の
術
、

り
中
央
集
権
策
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
徒
民
の
趣
旨
が
務
働
力
の
充
足
に
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
徒
す
封
象
は
商
人
の
み
な
ら
ず
粂
併
家
が
含

ま
れ
、
彼
の
園
い
込
ん
で
い
る
第
働
力
に
中
央
政
府
が
期
待
し
て
い
た
乙
と
は
ま
ず
疑
い
の
な
い
と
ζ

ろ
で
あ
る
。
戚
陽
に
十
二
高
戸
を
移
し

つ
ま

た
始
皇
帝
ほ
ど
の
規
模
で
な
い
に
し
て
も
ほ
ぼ
秦
制
を
踏
襲
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

十
除
寓
人
の
徒
さ
れ
た
場
所
を
さ
ぐ
る
と
、

顔
師
古
は
高
陵
・
華
陰
・
楳
陽
・
好
時
な
ど
の
地
を
ふ
く
む
三
輔
で
あ
る
と
注
韓
し
て
い
る
。

ま
ず
高
陵
は
左
鴻
切
に
属
す
る
照
で
あ
り
、

る
。
次
に
華
陰
は
京
兆
者
ノに
属
す
る
燃
で
、
全
組
婁
の
注
記
に
よ
る
と
、
漢
代
、
京
輔
都
尉
の
治
所
で
あ
っ
た
。

そ
乙
は
秦
の
昭
王
の
同
母
弟
顛
の
封
ぜ
ら
れ
た
地
で

漢
代
、
左
輔
都
尉
の
治
所
と
な
っ
て
い

そ
し
て
も
と
は
貌
の
地
で
あ



さ
ら
に
高
粗
八
年
に
華
陰
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
機
陽
は
左
鴻
閣
に
属
す
る
牒
で

つ
い
で
高
祖
が
二
年
に
首
都
と
定
め
、
七
年
に
長
安
に
移
っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
ζ

の
地
は
古
く
秦
の
献
公
二
年
に
城
壁
が
築
か
れ
て
、
公
が
礎
知
の
地
か
ら
ζ

と
に
都
を
移
し
た
と
い
う
い
わ
れ
の
あ
る
邑

お
わ
り
の
好
時
は
右
扶
風
に
麗
し
、
秦
の
始
皇
帝
が
梁
山
宮
を
と
の
地
に
た
て
、
の
ち
宮
人
謬
事
の
反
劃
・
斬
殺
さ
れ
た
所
が
、

っ
て
、
陰
晋
と
稽
し
、
秦
の
恵
文
王
五
年
に
寧
秦
と
改
め
、

あ
り
、
項
羽
俸
に
み
え
る
武
将
司
馬
欣
が
ま
ず
都
を
お
き
、

で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
乙
乙
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
顔
師
古
が
徒
民
の
地
と
し
て
あ
げ
て
い
る
土
地
柄
は
新
邑
で
は
な
く
て
、

そ
れ
ぞ
れ
歴
史
を
経
た
蓄
都
邑
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
徒
民
を
乙
の
よ
う
に
分
散
し
、
都
尉
の
治
所
に
配
置
し
た
の
は
地
方
名
家
・
豪
強
を
直
接
、
規
制
す
る
と
同
時
に
、

そ
の
集
圏
に
含
ま
れ
る

客
・
奴
稗
を
城
邑
外
の
「
肥
鏡
の
地
」
に
お
い
て
耕
作
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
に
、
漢
代
の
徒
民
は
秦
が
首
都
に
商
買
を
集
め
て

流
通
の
か
な
め
を
握
り
、
中
央
集
権
の
買
を
あ
げ
た
の
と
多
少
ち
が
っ
て
、
首
都
近
傍
の
肥
沃
の
土
地
の
経
営
が
、
そ
の
目
的
に
含
ま
れ
て
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。

と
ζ

ろ
で
ζ

の
劉
敬
の
策
の
貫
施
は
漢
書
巻
一
、
下
に
、

十
一
月
徒
費
楚
大
族
昭
氏
・
屈
氏
・

景
氏

・
懐
氏
・
田
氏
五
姓
開
中
、
輿
利
回
宅
。
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(
九
年
)

と
あ
る
か
ら
、
九
年
十
一
月
の
時
貼
ピ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
最
初
の
豪
強
た
ち
の
徒
民
は
皇
帝
の
初
陵
邑
で
な
く
、
も
っ
と
一
般
的
な

意
味
で
三
輔
の
地
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
奮
儀
に
よ
る
と
、

太
上
皇
高
年
邑
千
戸
、
天
下
民
貨
三
百
寓
以
上
、
奥
田
宅
守
陵
。

と
あ
っ
て
、
太
上
皇
の
守
陵
の
た
め
に
蔦
年
邑
に
従
民
し
た
記
録
も
ま
た
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
設
置
時
黙
を
漢
書
に
よ
っ
て
み
る
と
、

秋
七
月
笑
卯
、
太
上
皇
崩
、
葬
蔦
年
。

と
、
翌
十
年
の
七
月
と
明
記
さ
れ
、
さ
き
の
漢
奮
儀
の
記
事
は
ζ

の
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
の
も
の

a

た
ろ
う
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
師
古
が

『
三
輔
黄
園
』
を
引
用
し
て
の
注
に
、

(
十
年
〉
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言
、
高
祖
初
居
様
陽
、
故
太
上
皇
国
在
機
陽
、
十
年
太
上
皇
崩
、
葬
其
北
原
、
起
高
年
ロ
巴
、

置
長
丞
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
上
皇
を
機
陽
の
北
方
の
野
原
に
葬
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
寓
年
邑
を
置
い
た
と
と
か
ら
も
謹
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
貨
産

三
百
高
以
上
の
富
人
を
移
置
し
た
の
で
あ
る
。
乙
の
文
章
に
は
沈
欽
韓
が
注
を
施
し
て
い
る
が
、
そ
乙
で
は
、

金
玄
成
言
、
太
上
皇
居
陵
、
芳
立
廟
而
昭
量
后
等
、
各
有
寝
園
、
後
書
虞
延
繍
降
、
光
武
東
辺
、
過
小
賞
、
高
帝
母
昭
霊
后
園
陸
在
君
、
則

高
祖
母
不
同
葬
高
年
明
呉
、
糞
園
言
、
其
陵
在
東
者
太
上
皇
、

西
者
昭
霊
后
不
足
援
也
。

と
あ
る
。
乙
れ
で
み
る
と
、
太
上
皇
と
昭
霊
后
の
陵
が
同
じ
く
高
年
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
黙
は
し
ば

い
わ
ゆ
る

「奉
陵
の
民
」
と
し
た
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
二
つ

の
意
味
内
容
の
異
な
る
徒
民
が
あ
い
前
後
し
て
お
と
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
乙
の
時
貼
以
後
は
お
お
む
ね
、
整
方
の
意
味
を
あ
わ
せ
も
つ
形

態
で
、
前
漢
末
ま
で
陵
邑
に
移
民
し
、
宗
廟
を
奉
洞
さ
せ
る
と
と
も
に
、
肥
沃
の
耕
地
を
横
大
す
る
乙
と
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。
奮
小
論
で
も

ふ
れ
た
よ
う
に
、
漢
書
地
理
士
心
で
は
賓
の
諸
国
の
ほ
か
、
諸
功
臣
を
長
安
に
都
し
た
と
き
に
、
古
同
組
の
陵
で
あ
る
長
陵
邑
に
移
し
た
と
記
し
、

ら
く
お
い
て
、
高
租
の
雨
親
の
廟
杷
の
た
め
に
民
を
従
し
、
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文
献
逼
考
は
ζ

の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
長
安
実
都
は
漢
書
高
帝
紀
に
よ
る
と
、

〈
七
年
)

二
月
:
:
:
治
未
央
官
、
自
様
陽
徒
都
長
安
。

と
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
み
て
、
遷
都
は
斉
の
諸
国
を
移
す
時
貼
よ
り
二
年
も
前
の
乙
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
地
理
志
の
記
述
は
や
は
り
、
正
確
さ
を

依
い
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
長
陵
は
「
高
帝
置
」
(
地
理
志

・
左
宙
開
錫
)
と
ゐ
り
、
王
先
謙
注
に
は
「
高
帝
陵
十
二
年
置
」
と
あ
る
。

乙
乙
か
ら
み
て
も
、
斉
の
田
氏
を
長
陵
に
移
し
た
と
す
る
記
載
は
そ
の
時
貼
決
定
に
お
い
て
、
九
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
幅
が
あ
り
、
巌
密
性

に
歓
け
て
い
る
。

次
に
恵
帝
の
安
陵
に

つ
い
て
は
、
地
理
志
右
扶
風
の
篠
に
王
先
謙
が
註
記
し
て
い
る
。
そ
ζ

に
は
、

恵
帝
陵
、
貧
困
去
長
陵
十
里
、
開
中
記
、
徒
関
東
信
優
繁
人
五
千
戸
以
矯
陵
邑
、
善
明
戯
、
故
俗
呼
咽
陵
。
厭
人
鴻
唐
・
差
益
、
見
本
俸
。

と
あ
り
、
漢
書
恵
帝
紀
に
は
六
年
秋
八
月
戊
寅
の
乙
と
と
し
て
、



帝
崩
子
未
央
宮
、
九
月
辛
丑
、
葬
安
陵
。

と
あ
る
か
ら
、
六
年
九
月
に
俳
優
や
楽
人
を
安
陵
に
移
し
、
祭
杷
の
一
助
と
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

次
に
文
帝
の
覇
陵
に
つ
い
て
は
、
も
と
、
主
陽
と
稿
し
て
い
た
の
を
「
文
帝
が
更
名
」
し
て
次
に
し
る
す
と
お
り
、

文
帝
陵
、
賂
相
麦
、
孝
文
九
年
以
主
陽
郷
、
震
覇
陵
豚
。

(
王
先
輩
略

注

覇
陵
と
し
た
の
で
あ
る
。
七
年
に
文
帝
は
浸
し
て
い
る
か
ら
、
乙
の
九
年
は
前
九
年
の
乙
と
か
と
お
も
わ
れ
る
。
漢
書
本
文
に
は
九
年
「
春
大

皐
」
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
史
記
文
帝
紀
は
六
年
か
ら
十
三
年
ま
で
記
事
を
飲
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
手
だ
て
は
な

い
。
た

r先
謙
注
ぞ
も
と
に
し
て
考
え
る
と
、
郷
を
鯨
に
昇
格
し
て
初
陵
邑
と
し
た
の
は
文
帝
が
は
じ
め
て
だ
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
し
か
し

乙
の
僚
に
は
そ
れ
に
と
も
な
う
徒
民
の
記
事
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
帝
の
初
陵
設
置
が
す
ぐ
さ
ま
強
幹
弱
枝
の
政
策
的
意
味
を
も
っ
て
い
た

@
 

と
す
る
に
は
な
お
明
誼
が
な
い
。
や
は
り
私
が
奮
稿
で
推
定
し
た
よ
う
に
、
景
帝
以
後
に
な
っ
て
漸
く
、
強
幹
弱
校
策
と
祭
紀
の
た
め
の
徒
民

と
が
合
桂
せ
し
め
ら
れ
た
と
み
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
の
は
景
帝
期
以
前
の
徒
民
の
種
類
と
そ
の
役
割
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

す
る
た
め
に
、
東
方
六
園
に
い
る
強
族
を
三
輔
に
移
し
お
く
と
と
が
お
乙
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
軍
事
・
経
済
隻
方
の
数
果
を
狙
う
も
の
で
あ

っ
た
。
他
方
で
は
高
年
邑
以
下
、
諸
帝
の
陵
を
祭
記
す
る
た
め
の
、
繁
人
ら
の
徒
民
で
あ
っ
た
。

ζ

の
二
つ
の
系
列
の
徒
民
が
や
が
て
統
一
さ

れ
、
初
陵
邑
そ
の
も
の
に
「
強
幹
弱
枝
」
と
「
奉
陵
」
の
隻
方
の
目
的
の
た
め
に
有
力
者
た
ち
を
移
住
せ
し
め
る
制
度
が
確
立
し
て
い
っ
た
の

一
方
で
は
旬
奴
と
諸
侯
の
反
飽
に
封
腫

- 43一

で
あ
る
。

き
て
、
徒
民
が
と
う
し
た
目
的
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
漢
末
に
至
る
ま
で
、

典
型
的
に
寅
施
さ
れ
た
の
は
宣
帝
・
元
帝
期
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
政
策
は
縫
績
さ
れ
る
が
、

そ
の
う
ち
も
っ
と
も

そ
の
分
析
に
は
い
る
ま
え
に
景
帝
以
後
の
前
漢
期
・
徒
民
政
策
を
概
観
し
て
お

乙・コ。
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1 

徒
郡
園
豪
築
及
貨
三
百
首
円
以
上
子
茂
陵
。

(
漢
書
武
帝
紀
〉
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ζ

れ
は
元
朔
二
年
夏
の
僚
に
し
る
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

さ
き
だ
っ
建
元
二
年
夏
に
「
初
置
茂
陵
邑
」
と
初
陵
の
設
置
が
即
位
後
、
聞
を

お
か
ず
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
三
年
に
「
賜
徒
茂
陵
者
戸
銭
二
十
高
、

回
二
頃
:
:
:
」
と
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
人
達
を
徒
し
た
の
か
分

明
で
な
い
が
、
従
民
に
劃
し
て
銭
・
耕
地
を
授
興
し
て
い
る
。
茂
陵
に
貸
産
を
三
百
蔦
以
上
の
者
を
徒
す
策
の
直
接
の
提
案
者
は
主
父
僅
で
あ

、
っ
た
が
、
彼
の
意
見
は
、

又
読
上
回
、
茂
陵
初
立
、

天
下
豪
築
粂
併
之
家
、
凱
衆

(之
〉
民
、

皆
可
徒
茂
陵
、

内
貫
京
師
、
外
錯
姦
狩
、
此
所
謂
不
諒
而
害
除
、

上

又
従
之
。

(漢
書
谷
六
四
上

主
父
僅
間
四
)

こ
ζ

で
の
徒
民
の
理
由
は
劉
敬
の
よ
う
に
旬
奴
侵
入
・
諸
侯
の
反
乱
な
ど
の
軍
事
的
な
も
の
で
な
く
、
粂
併
家
が
庶

民
を
経
済
的
に
侵
害
す
る
、
そ
の
封
策
と
し
て
の
徒
民
を
企
固
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
輿
の
獣
況
は
漢
初
と
武
帝
期
と
で
は
こ
の
よ
う
に
と

と
な
る
が
、
「
内
寅
京
師
、
外
鈎
姦
猪
」
と
い
う
よ
う
に
、
乙
れ
も
ま
た
強
幹
弱
校
の
策
で
あ
る
乙
と
は
劉
敬
案
と
全
く
ち
が
っ
て
い
な
い
。

時
代
獄
況
の
異
な
る
ピ
け
で
、
劉
敬
案
の
再
現
が
主
父
健
策
ピ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
乙
の
な
か
で
彼
の
い
う
豪
築
粂
併
家
と
は
「
貨
産

と
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、

三
百
寓
以
上
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
標
準
に
つ
い
て
は
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

-44ー

2 

本
始
元
年
春
正
月
、
募
郡
園
吏
民
、
貸
百
寓
以
上
徒
卒
陵
。

(
漢
書
谷
八

宣
帝
紀
)

乙
の
卒
陵
は
昭
帝
の
陵
で
あ
る
か
ら
、
初
陵
邑
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
、

卒
陵
、
昭
帝
置
。

(
先
議
日
、
昭
帝
陵
、
資
圏
、
陵
去
茂
陵
十
皇
、
東
西
瞭
三
丈
五
歩
。
通
典
、
機
里
耐
師
、

武
帝
割
置
茂
陵
、

昭
帝
叉
割
置
卒
陵
、
有
肥

牛
亭
)

と
い
う
よ
う
に
、
昭
帝
自
身
が
初
陵
と
し
て
お
い
た
も
の
に
宣
帝
が
奉
邑
を
設
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
武
帝
の
妃
、
越
健
伊
の
墓
地
の
雲
陵
は

昭
帝
即
位
の
お
り
に
設
け
ら
れ
、
始
元
四
年
夏
に
、
「
徒
三
輔
富
人
雲
陵
、
賜
銭
戸
十
蔦
」
と
み
え
る
よ
う
に
富
人
を
移
し
て
い
る
の
で
乙
の
ば

あ
い
は
初
陵
徒
民
の
形
は
と
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
帝
の
陵
に
た
い
し
て
祭
記
す
る
の
が
、
陵
邑
附
設
の
た
て
ま
え
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
、
引
用
文
の
「
募
L

で
あ
る
が
、
文
字
ど
お
り
希
望
者
の
み
を
針
象
と
す
る
の
で
な
く
、
徴
募
の
意
味
で
あ
る
。



漢
書
巻
七
一
、
卒
嘗
俸
に
、

祖
父
以
砦
百
高
、
自
下
ロ
巴
従
卒
陵
。

ま
た
同
書
巻
七
七
、
鄭
崇
俸
に
、

租
父
以
賞
、
徒
卒
陵
。

お
な
じ
く
、
何
並
俸
に
、

祖
父
以
吏
二
千
石
、
自
卒
興
従
卒
陵
。

と
あ
る
表
現
か
ら
み
て
も
、
貨
百
高
、
吏
二
千
石
な
ど
が
「
制
」
度
に
よ
っ
て
移
さ
れ
る
の
で
、
自
由
意
志
と
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

き
て
、
次
の
宣
帝
は
初
陵
邑
を
お
い
た
。

3

元
康
元
年
春
、
以
杜
東
原
、
上
矯
初
陵
、
更
名
杜
鯨
、
魚
杜
陵
、
従
丞
相
将
軍
列
侯
吏
二
千
石
賀
百
首
向
者
杜
陵
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
地
理
志
に
よ
れ
ば
、
京
兆
者
ノ
に
麗
す
る
杜
陵
は
も
と
の
杜
伯
園
で
あ
る
が
、
王
先
謙
の
注
す
る
と
ζ

ろ
で
は
、

宜
帝
陵
、
秦
武
公
麻
杜
:
:
:
宜
帝
繁
之
、
起
陵
更
名
:
・

- 45-

と
い
う
よ
う
に
宣
帝
は
乙
の
土
地
柄
が
気
に
い
っ
て
初
陵
邑
を
お
い
た
の
で
あ
る
。
卒
陵
、
茂
陵
と
同
様
に
、
杜
陵
に
移
っ
た
も
の
は
官
僚
居

で
も
ず
い
ぶ
ん
多
か
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
漢
書
巻
八
七
粛
望
之
俸
に
は
、

徒
杜
陵
、
家
世
以
田
負
業
、
至
墓
之
、
好
鼠
宇
治
宵
詩
:
:
:
京
師
諸
儒
稿
述
荒
。

粛
望
之
・・
・
・
・
・
東
海
蘭
陵
人
也

と
み
え
る
の
は
彼
が
も
と
も
と
蘭
陵
で
世
々
回
業
を
ζ

と
と
す
る
地
主
で
あ
っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
貨
産
百

首
円
以
上
を
貯
え
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

次
の
元
帝
も
初
陵
を
お
く
の
で
あ
る
が
、
宣
帝
と
は
ち
が
っ
て
儒
家
思
想
を
傘
重
し
た
た
め
初
陵
邑
を
奉
ず
る
民
の
従
連
は
止
め
に
し
た

ょ
う
で
あ
る
。
漢
書
巻
九
、

元
帝
紀
、
永
光
四
年
九
/
十
月
の
僚
に
、
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4 

乙
丑
、
罷
祖
宗
廟
在
郡
園
者
、

諸
陵
分
属
三
輔
ハ
師
古
田
、
先
是
諸
陵
線
属
大
常
、
今
各
依
其
地
界
、
鹿
三
輔
)
、

以
滑
城
蕎
陵
亭
部
原
上
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魚
初
陵
、

(
服
度
臼
、
元
帝
所
置
陵
也
、
未
有
名
、
故
臼
初
。

王
念
孫
回
、
原
字
上
有
北
字
、
而
今
本
脱
之
、
則
不
知
在
何
方
笑
-
漢
紀
正
作
北
原
上
、

宣
紀
云
以
杜
東
原
上
、
震
初
陵
。
友
紀
云
、
以
消
滅
西
北
原
上
、

永
陵
亭
部
翁
初
陵
、

皆
其
例
也
〉
詔
日、

安
土
重
運
動
常
民
之
性
、
骨
肉
相
附
、

人
情
所
願
也
、
頃
者
有
司
縁
臣
子
之
義
、
奏
従
郡
園
民
、
以
奉
園
陵
、
令
百
姓
遺
棄
先
祖
墳
墓
、
破
業
失
産
、
親
戚
別
離
、
人
懐
思
慕

之
心
、
家
有
不
安
之
意
、
是
以
東
垂
被
虚
耗
之
害
、
開
中
有
無
明
之
民
、
非
久
長
之
策
也
、
詩
不
云
乎
、
民
亦
第
止
迄
可
小
康
恵
此
中

園
以
縦
四
方
。
今
所
篤
初
陵
者
勿
置
鯨
邑
、
使
天
下
威
安
土
築
業
、
無
有
動
揺
之
心
、
布
告
天
下
、
令
明
知
之
、
文
罷
先
后
父
母
奉
邑
。

(
際
勧
日
、
先
后
箆
其
父
母
、
置
口
巴
守
家
、
以
奉
祭
記
、
既
己
久
遠
、
叉
非
典
制
、
故
罷
之
、
師
古
日
奉
邑
:
:
:
)

と
あ
る
に
よ
っ
て
そ
の
大
盤
を
察
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
郡
園
廟
を
や
め
、
諸
陵
を
内
朝
官
た
る
太
常
の
管
轄
か
ら
は
ず
す
の
は
い
ず
れ
も
皇

@
 

帝
の
専
制
的
支
配
力
が
儒
家
思
想
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
ζ

と
を
一か
す
。
初
陵
の
設
定
は
従
前
ど
お
り
で
も
陵
巴
を
従
民
に
よ
っ
て
う
め
る
の

は
民
の
父
母
の
祭
杷
を
放
棄
さ
せ
る
と
と
に
つ
な
が
り
、

彼
ら
の
財
産
を
も
う
し
な
わ
せ
る
か
ら
、

官
僚
に
ち
は
皇
帝
の
祭
配
権
を
抑
制
し

- 46ー

て、

民
の
孝
道
を
果
さ
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
の
郡
園
隔
の
陵
止
は
貢
垣
内
の
上
奏
を
契
機
と
し
て
章
玄
成
ら
四
四
人

の
請
願
に
よ
っ
て
買
施
さ
れ
て
い
る
。
陵
邑
徒
民
の
中
止
も
乙
れ
ら
儒
家
的
官
僚
の
意
見
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
初
陵
は
乙
う
し
て
帝
室
の
私
的

祭
杷
に
限
定
つ
け
ら
れ
、

「
臣
子
の
義
」
を
明
ら
か
に
し
、
強
幹
弱
校
を
果
す
術
と
し
て
の
意
味
は
後
退
し
た
の
で
あ
る
。

成
帝
の
時
代
も
宣
帝
と
同
じ
く
初
陵
の
設
置
だ
け
が
あ
っ
た
。
漢
書
巻
十

成
帝
紀
に
、

5 

建
始
二
年
:
:
:
閏
月
、
以
滑
城
延
陵
亭
部
魚
初
陵
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
鴻
嘉
元
年
の
僚
に
は
、

6 

壬
午
、
行
幸
初
陵
、
赦
作
徒
、
以
新
豊
戯
郷
、
魚
昌
陵
腕
(
師
古
田
、
戯
水
之
郷
也
、
銭
大
昭
回
、
郡
闘
志
、
新
盟
有
戯
亭
、
御
党
三
七
引
、

三
輔
奮
事
、
成
帝
作
延
陵
、
及
起
，
閥
、
資
将
軍
有
青
竹
田
、
在
廟
南
、
恐
犯
踏
之
、
言
作
陵
不
便
、
乃
徒
作
昌
陵
、
取
土
十
徐
里
、
土
輿
粟
同
僚
、
永
始

元
年
詔
目
、
作
治
五
年
、
客
土
疏
恵
、
正
謂
此
也
〉

と
あ
り
、
宣
帝
と
同
様
、
皇
帝
領
を
昌
陵
豚
と
し
、
翌
年
、



夏
、
従
郡
園
豪
築
、
貸
五
百
寓
以
上
五
千
戸
子
昌
陵
、
賜
丞
相
・
御
史
・
将
軍
・
列
侯
・
公
主
・
中
二
千
石
家
地
第
宅
(
師
古
目
、
並
於
昌

陵
、
賜
之
〉

と
い
う
よ
う
に
豪
築
、
質
五
百
寓
以
上
の
者
を
昌
陵
に
徒
そ
う
と
し
て
い
る
。
と
の
時
期
に
徒
民
ぞ
行
う
の
は
新
奮
雨
方
針
の
衝
突
・
矛
盾
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
皇
帝
涯
と
儒
家
官
僚
汲
の
抗
争
の
た
め
か
と
お
も
わ
れ
る
。
永
始
元
年
の
僚
に
、

秋
七
月
詔
目
、
朕
執
徳
不
園
、
謀
不
壷
下
過
、
聴
賂
作
大
匠
高
年
言
、
昌
陵
三
年
可
成
、
作
治
五
年
、
中
陵
司
馬
般
門
内
、
向
未
加
功
(
注
)
、

天
下
虚
耗
、
百
姓
罷
第
、
客
土
疏
悪
、
終
不
可
成
、
朕
惟
其
難
、
但
然
傷
心
、
夫
過
市
不
改
、
是
謂
過
突
、
其
罷
昌
陵
及
故
陵
、
勿
徒
吏

民
、
令
天
下
傍
有
動
揺
之
心
。

と
み
担
え
る
の
は
醤
方
針
ひ
い
て
は
皇
帝
涯
官
僚
の
敗
北
を
意
味
し
て
い
る
。
陳
景
雲
の
注
調
梓
に
よ
る
と
、

先
是
、
劉
向
諌
昌
陵
事
、
有
還
復
故
陵
之
請
、
而
次
年
詔
言
、
侍
中
衛
尉
長
数
白、

仰
還
消
城
延
陵
。

宜
早
徒
家
、
反
故
慮
、
故
慮
卸
故
陵
也
、
反
故
陵
謂

- 47ー

と
云
い
、
周
室
町
昌
は
、

宋
、
王
盆
之
・
西
漢
年
紀
考
異
云
、
在
彦
章
用
南
唐
本
、
考
誼
作
反
故
陵
。

と
述
べ
て
お
り
、
故
陵
に
還
復
す
る
よ
う
劉
向
や
淳
子
長
が
上
奏
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
劉
向
ら
は
新
方
針
の
支
持
者
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
書
巻
三
六

劉
向
俸
に
よ
っ
て
右
の
諌
奏
を
参
照
す
る
と
、

:
:
:
久
之
管
起
昌
陵
、
数
年
不
成
、
復
還
時
延
陵
、
制
度
泰
者
〈
先
謙
日
、
成
帝
以
滑
城
延
陵
亭
部
震
初
陵
、
在
建
始
二
年
、
以
新
盤
戯
郷
矯
昌
陵

豚
、
在
鴻
嘉
元
年
、
罷
昌
陵
、
反
故
陵
、
在
永
始
元
年
、
反
故
陵
、
卸
此
停
所
云
、
復
遼
鋳
延
陵
也
、
反
故
陵
後
、
制
度
の
高
官
、
故
向
上
此
疏
、
未
云
初

陵
之
撫
、
室
従
公
卿
大
臣
之
議
、
明
向
此
疏
諌
延
陵
制
度
之
高
官
、
非
諌
昌
陵
也
。
谷
永
侍
云
、
五
年
不
成
而
後
反
故
、
叉
鹿
野
晶
画
、
表
愛
人
家
墓
、
断
裁
骸

骨
、
暴
揚
戸
枢
、
百
姓
財
渇
力
輩
、
愁
恨
感
天
、
叉
云
、
且
疲
初
陵
之
作
、
止
諸
晶
画
繕
宮
室
、
奥
向
此
時
進
諌
事
、
可
互
輩
、

漢
紀
通
鑑
並
載
此
疏
於
永
始
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と
あ
っ
て
、
泰
奪
な
る
ζ

と
を
昌
陵
に
か
け
る
か
、
延
陵
に
か
け
る
か
と
い
う
瓢
で
考
誼
家
は
本
文
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
上
疏
は
、
同
じ
劉
向
俸
に
右
文
を
す
ぐ
引
き
つ
い
で
、

・
:
昔
、
高
皇
帝
既
滅
秦
、
勝
都
維
陽
、
感
籍
劉
敬
之
言
自
以
徳
不
及
周
、
而
賢
於
秦
、
注
従
都
開
中
、
依
周
之
徳
、
因
秦
之
阻
世
之
長

短
、
以
徳
局
数
、
故
常
戦
栗
不
敢
議
亡
、
孔
子
所
謂
富
貴
無
常
、
蓋
謂
此
也
・:
:
・孝
文
繕
鷲
、
途
薄
葬
、
不
起
山
墳
:
:
:
陛
下
即
位
、
期

親
節
倹
、
始
営
初
陵
、
其
制
約
小
、
天
下
莫
不
稿
賢
明
、
及
従
昌
陵
、
増
惚
篤
古
問
、
積
土
矯
山、

設
民
墳
墓
、
積
以
寓
数
、
営
起
邑
居
、

期
日
迫
卒
、
功
費
大
高
百
除
、
死
者
恨
於
下
、
生
者
愁
於
上
、
怨
気
感
動
陰
陽
、
因
之
以
機
僅
、
物
故
流
離
以
十
蔦
数
、
臣
甚
憎
鷲
、
以

死
者
負
有
知
、
護
人
之
墓
、
其
害
多
失
。
:
:
:
初
陵
之
撫
宜
従
公
卿
大
臣
之
議
(
・
・
師
古
臼
謂
規
度
墓
地
・
:
・
:
沈
欽
韓
日
、
方
言
所
以
墓
謂
之

機
、
注
謂
規
度
墓
地
也
、
引
此
初
陵
之
撫
則
字
笛
従
上
作
仰
い
非
。
先
謙
目
、
官
本
注
在
初
陵
之
権
下
議
作
義
是
)

以
息
衆
庶
書
奏
、
上
甚
感
向
言
、

而
不
能
従
其
計
。
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あ
き
ら
か
に
ζ

乙
に
語
ら
れ
る
の
は
昌
陵
の
規
模

・
功
費
の
大
な
る
を
難
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
王
先
謙
の
前
掲
註
は
や

は
り
誤
り
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
上
疏
は
延
陵
に
蹄
っ
た
と
き
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
昌
陵
が
究
極
的
に
建
設
中
止
と
な
っ
て
い
な
い

と
あ
り
、

時
貼
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
う
し
た
事
情
を
漢
書
巻
七
十
、

陳
湯
停
で
み
る
と
、

初
湯
興
賂
作
大
匠
解
高
年
相
善
、
自
元
帝
時
、
清
陵
不
復
徒
民
起
邑
、
成
帝
起
初
陵
、
数
年
後
、
繁
覇
陵
曲
亭
南
、
更
営
之
、
高
年
興
湯

議
、
以
鶏
武
帝
時
、
工
楊
光
以
所
作
数
可
意
(
師
古
日
、
可
天
子
之
意
)
白
致
賄
作
大
匠
及
大
司
農
中
丞
敵
書
昌
造
杜
陵
、
賜
爵
閥
内
侯
、

将
作
大
匠
乗
馬
延
年
、
以
第
苦
秩
中
二
千
石
。
今
作
初
陵
而
営
起
邑
居
、
成
大
功
、
高
年
亦
嘗
蒙
重
賞
、
子
公
妻
家
在
長
安
、
児
子
生
長

長
安
、
不
楽
東
方
、
宜
求
徒
、
可
得
賜
国
宅
倶
t
z
尺
湯
心
利
之
。
卸
上
封
事
言
、
初
陵
京
師
之
地
、
最
魚
肥
美
、
可
立
一
回
師
、
天
下
民
不

従
諸
陵
三
十
除
歳
、
関
東
富
入
金
多
、
多
規
良
回
、
役
使
貧
民
、
可
従
初
陵
、
以
彊
京
師
、
衰
弱
諸
侯
、
又
使
中
家
以
下
、
得
均
貧
富
、

湯
願
輿
妻
子
家
風
従
初
陵
、
魚
天
下
先
。
於
是
天
子
従
其
計
、
果
起
昌
陵
邑
、
後
従
内
郡
園
民
、
蔦
年
自
詑
三
年
可
成
、
後
卒
不
就
、
群

臣
多
言
其
不
使
者
、
下
有
司
議
、
皆
日
昌
陵
因
卑
魚
高
、
積
土
魚
山
、
度
便
房
、
猶
在
卒
地
上
、
客
土
之
中
、
不
保
幽
冥
之
霊
、
洩
外
不



園
、
卒
徒
工
庸
以
鉦
蔦
数
至
、
然
脂
火
夜
作
、
取
土
東
山
、
且
奥
穀
同
賀
、
作
治
数
年
、
天
下
循
被
其
第
、
園
家
罷
徹
、
府
威
空
虚
、
下

至
衆
庶
、
熱
熱
苦
之
、
故
陵
因
天
性
、
嬢
員
土
、
虚
勢
高
敵
、
努
近
租
考
、
前
又
己
有
十
年
功
緒
、
宜
還
復
故
陵
、
勿
従
民
。
上
遁
下
詔

罷
昌
陵
。

と
あ
っ
て
、
昌
陵
邑
建
設
の
経
緯
と
そ
の
中
止
事
情
を
語
っ
て
い
る
。
績
い
て
、

丞
相
御
史
請
康
昌
陵
ロ
巴
中
室
(
師
古
日
、
役
人
新
所
起
室
居
)
奏
未
下
、
人
以
問
湯
、
第
宅
不
得
徹
、
傍
復
護
徒
。

更
移
徒
邪
)
湯
目
、
鯨
官
且
順
聴
群
臣
言
、
猶
且
復
護
徒
之
也
、
時
成
都
侯
商
新
信
用
大
司
馬
・
衛
将
軍
輔
政
、
素
不
善
湯
、
商
聞
此
語
白
、

湯
惑
衆
下
獄
、
治
按
験
諸
所
犯
:
:
:
。

と
あ
り
、
と
れ
に
た
い
し
て
延
尉
は
、

延
尉
増
蕎
議
、
以
魚
不
道
無
正
法
:
:
:
明
主
哀
悌
百
姓
、
下
制
書
、
罷
昌
陵
勿
従
吏
民
。
己
申
布
、
湯
妄
以
意
相
謂
、
且
復
護
徒
、
難
頗

恐
動
所
流
行
者
少
、
百
姓
不
篤
襲
、
不
可
謂
惑
衆
、
湯
稿
詐
虚
設
不
然
之
事
、
非
所
宣
言
大
不
敬
也
。
制
日
、
廷
尉
堵
書
官
是
:
:
:
湯
魚

庶
人
。

(
師
古
田
、
問
其
不
被
護
徹
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と
言
い
「
大
不
敬
」
に
は
嘗
ら
な
い
と
剣
断
し
て
湯
の
慮
罰
は
官
爵
の
剥
奪
だ
け
に
と
ど
め
た
。
湯
や
高
年
の
立
場
は
全
く
孤
立
と
い
う
の
で

は
な
い
が
、
官
僚
唐
の
大
勢
は
従
民
、
初
陵
邑
設
置
の
政
策
に
反
射
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
前
掲
の
成
帝
紀
に
淳
子
長
が
昌
陵
建
設
に
反
劉

だ
っ
た
と
あ
る
が
、
漢
書
巻
九
三
の
俸
に
、

遁
遁
顛
長
前
功
、
下
詔
日
、
前
絡
作
大
匠
解
高
年
奏
請
、
営
作
昌
陵
、
罷
倣
海
内
、
侍
中
衛
尉
長
、
数
自
宜
止
徒
家
、
反
故
慮
、
朕
以
長

言
、
下
公
卿
議
者
皆
合
長
計
、
首
建
至
第
民
以
康
寧
、
其
賜
長
爵
関
内
侯
。

と
あ
っ
て
、
湯
虚
罰
の
後
に
長
の
賞
賜
が
あ
る
。

ζ

れ
を
み
て
も
昌
陵
建
設
に
つ
い
て
は
皇
帝
と
官
僚
の
聞
に
微
妙
な
か
け
ひ
き
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
，
次
に
京
帝
で
は
、

(
哀
帝
建
手
二
年
)
七
月
以
滑
城
西
北
原
上
、
永
陵
亭
部
、
震
初
陵
、
勿
徒
郡
園
民
、
使
得
自
安
。

221 

7 



222 

と
初
陵
は
設
け
て
も
徒
民
は
し
て
お
ら
ず
、
帝
の
混
後
、
義
陵
と
種
し
た
。
卒
帝
の
場
合
は
初
陵
自
陸
の
設
置
記
事
が
な
く
、
元
始
元
年
の
僚

に
は
「
義
陵
民
家
不
妨
殴
中
者
勿
瑳
」
と
民
家
の
辱
重
が
あ
り
、
同
年
、
「
迫
誼
孔
子
日
、
褒
成
宣
尼
公
」
と
隼
崇
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
は
皇

帝
陵
邑
・
祭
把
の
組
関
権
が
「
孝
」
道
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。

徒
遷
劉
象
者
と
貨
産
基
準

一
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
皇
帝
陵
邑
へ
の
徒
民
は
蔦
民
を
皇
帝
の
子
孫
と
し
て
、

そ
の
粗
先
へ
の
祭
杷
を
強
い
る
と
同
時
に
、
寓
民
を
臣

下
と
し
て
服
従
8
せ
る
と
い
う
現
質
的
支
配
も
ま
た
ζ

乙
に
企
画
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
初
陵
は
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
媒
介
物
と
し
て

重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
う
し
た
思
想
的
支
配
だ
け
で
な
く
、
民
に
産
業
を
放
棄
さ
せ
、
親
戚
と
別
離
さ
せ
る
乙
と
、
武
帝
紀
に
記
す
よ

う
に
「
族
居
す
る
を
得
ざ
ら
」
し
め
る
強
幹
弱
枝
策
で
も
あ
っ
た
ζ

と
は
史
料
の
明
白
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
徒
民
の
強
制
は
民
が
祖
先
の

墳
墓
を
捨
て
る
と
と
を
し
い
る
こ
と
で
あ
り
、
皇
帝
に
と
っ
て
は
孝
道
の
賓
践
で
あ
っ
て
も
、
民
に
と
っ
て
は
忠
の
貫
践
・
孝
の
放
棄
で
し
か

な
か
っ
た
。
儒
家
は
孝
道
を
ば
巌
密
に
直
系
宗
族
の
祭
杷
と
規
定
す
る
か
ら
、
民
が
皇
帝
の
先
祖
を
祭
る
の
は
「
其
の
鬼
に
非
ず
し
て
把
る
は
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詣
な
り
」
と
非
難
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
動
き
が
、
前
漢
中
期
以
後
の
元
帝
代
に
お
い
て
官
僚
の
運
動
と
し
て
大
き
く
展
開
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
官
僚
の
基
礎
に
あ
る
の
は
地
方
の
産
業
を
支
配
す
る
粂
併
家
の
動
向
で
あ
っ
た
ζ

と
は
い
う
ま
で
も
な
く
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

所
で
従
運
針
象
者
の
内
、
賀
産
の
標
準
は
時
代
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。
成
帝
期
で
は
五
百
寓
、
漢
初
と
武
帝
代
で
は
三
百
首
問
、
宣
・
元
帝

期
で
は
百
寓
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。

乙
ζ

で
は
漢
代
最
盛
期
と
云
え
る
宣
・
元
帝
期
を
基
本
と
し
て
分
析
・
検
討
し
て
み
た
い
と

お
も
う
。
そ
の
記
事
を
ふ
た
に
び
か
か
げ
る
と

元
康
元
年
・
・
・
・
・
・
更
名
杜
鯨
魚
杜
陵
、

丞
相
将
軍
、
列
侯
、
吏
二
千
石
、
貸
百
首
向
者
、
徒
杜
陵
。

と
あ
る
。

乙
乙
に
丞
相
・
将
軍
は
文
武
官
僚
の
そ
れ
ぞ
れ
最
高
位
に
あ
る
も
の
で
、

b
k
吏
二
千
石
が
記
さ
れ
る
の
は
官
僚
の
徒
遷
者
の
う
ち

の
下
限
を
示
す
も
の
か
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て

a
の
列
侯
は
爵
制
の
最
上
位
(
二
十
等
爵
で
の
)
に
あ
た
る
も
の
を
示
す
の
で
あ
り
、

C

の
貨



産
百
高
な
る
基
準
は
従
さ
る
べ
き
財
産
家
の
う
ち
の
下
限
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
官
僚
で
は
丞
相
・
将
軍
か
ら
吏
二
千
石
に
到

る
す
べ
て
の
高
官
、

爵
身
分
で
は
最
高
の
二
十
等
級
に
該
賞
す
る
列
侯
だ
け
、
財
産
で
は
百
蔦
銭
を
超
え
る
者
す
べ

て
、
と
い
う
の
が
、
右
、

文
章
の
語
る
徒
遷
者
全
員
で
あ
る
乙
と
に
な
る
。
諸
侯
王
が
劃
象
と
な
ら
な
い
の
は
最
初
、
劉
敬
が
諸
侯
の
反
飽
に
劉
臨
服
す
る
た
め
徒
遷
策
を

提
示
し
た
乙
と
か
ら
み
て
い
わ
ば
嘗
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ζ

れ
以
外
で
従
民
の
封
象
と
な
っ
た
例
が
あ
る
。
漢
書
巻
九
二
、
激
侠

俸
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
郭
解
と
い
う
侠
土
は
、

及
従
豪
茂
陵
也
解
貧
不
中
砦
、
吏
恐
不
敢
不
徒
、
衛
将
軍
痛
言
、
郭
解
家
貧
不
中
徒
、

上
回
、
解
布
衣
、
権
至
使
賂
軍
、
此
其
家
不
貧
、

解
徒
、
諸
公
迭
者
出
千
齢
首
向
。

と
貿
産
額
は
徒
民
の
標
準
に
達
し
な
い
が
、

豪
強
に
入
る
者
と
し
て
徒
さ
れ
た
。
ζ

う
し
た
ば
あ
い
で
も
「
徒
」
に
首
る
か
否
か
は
、
質
産
に

よ
っ
て
ま
ず
判
定
さ
れ
る
の
で
、
普
通
に
は
財
産
を
基
準
と
し
て
従
民
を
決
め
て
い
た
の
は
疑
い
の
な
い
と
と
ろ
で
あ
る
。

で
は
列
侯
・
吏
二
千
石
が
そ
れ
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
史
記
貨
殖
列
俸
の
よ
く
知
ら
れ
た
史
料
に
次
の
文
章
が
あ

る
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今
有
無
秩
稔
之
奉
霞
邑
之
入
而
祭
輿
之
比
者
。
命
日
素
封
。
封
者
食
租
税
・
歳
耕平
戸
二
百
。
千
戸
之
君
・
則
二
十
首
向
。
朝
勤
聴
享
出

其
中
。
庶
民
農
工
商
賀
、
率
亦
歳
寓
息
二
千
、
戸
百
首
内
之
家
、
則
二
十
首
問
、
而
更
倦
租
賦
出
其
中
。
衣
食
之
欲
、
怒
所
好
美
奈
。

の
で
あ
る
。

右
、
引
用
文
の
Fa
が
さ
き
の

a
、
す
な
わ
ち
列
侯
を
指
し
、

U
U

が
b
す
な
わ
ち
吏
二
千
石
を
指
し
、
ど
が
す
な
わ
ち
貨
百
寓
な
る
者
を
指
す

そ
れ
ら
は
H
a
、
H
C

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
牧
盆
封
象
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
け
れ
ど
も
共
通
し
て
年
二
十
寓
の
牧
盆
を
享
受
す
る

も
の
で
あ
る
o
V
の
説
明
が
乙
の
文
章
に
は
歓
け
て
い
る
が
、

そ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
史
記
扱
賂
俸
に
付
す
る
如
淳
の
註
に
、

員
二
千
石

奉
月
二
蔦
、
二
千
石

月
高
六
千
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
計
算
す
る
と
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と
な
り
、
凡
そ
、
二
十
蔦
の
牧
入
の
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
吏
二
千
石
も
ま
た
二
十
蔦
枚
盆
者
の
列
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

』
F

「
ノ
。

先
掲
、
史
記
の
文
章
は
「
素
封
」
の
説
明
に
焦
貼
を
あ
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

十
寓
の
篠
件
を
翠
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
を
各
分
野
に
わ
た
っ
て
例
示
し
つ
つ
、
年
牧
二

陸
地
牧
馬
二
百
蹄
か
ら
始
ま
っ

て
、
牧
牛
、
牧
羊
、
養
豚
、
養
魚
、
材
木
業
、
果
樹
、

漆
、
桑
、
腕
、
竹
、
畝
鐘
の
田
千
畝
、

茜
、
華
の
植

付
け
に
い
た
る
諸
業
を
ど
の
位
の
規
模
で
や
れ
ば
、
「
此
其
人
皆
興
千
戸
侯
等
」
す
な
わ
ち
年
牧
二
十
蔦
に
な
る
か
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
官
僚
、
豪
族
、
有
霞
者
を
従
遷
の
劃
象
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
種
類
別
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
共
通
貼
を

あ
げ
る
と
、
年
間
牧
盆
が
二
十
高
以
上
の
者
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
乙
の
よ
う
な
富
者
は
皇
帝
の
湾
民
的
支
配
を
動
揺
さ
せ
る
も
の
と
み
な

さ
れ
て
、
陵
邑
に
従
し
て
彼
ら
を
皇
帝
の
統
禦
下
に
お
く
と
同
時
に
、
地
方
に
盤
居
す
る
豪
族
の
震
展
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

漢
初
の
爵
制
と
官
位

- 52ー

前
章
で
み
て
き
た
が
、
列
侯
と
い
う
優
位
の
頂
貼
に
立
つ
者
が
徒
濯
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
、
年
牧
二
十
蔦
以
上
を
得
て
い
る
と
い
う
理
由

か
ら
で
、
別
に
奇
異
と
は
思
わ
れ
ぬ
が
、
し
か
し
、
官
と
爵
と
を
一
鷹
分
離
し
て
扱
っ
て
い
る
黙
は
何
故
な
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
。
従
来
の
見
解
で
は
、
官
と
霞
と
が
ほ
ぼ
見
合
う
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
初
で
は
必
し
も
そ
う
で
な
い
と
思
う
の
で
、

と
乙
で
す
こ
し
く
爵
制
の
問
題
に
も
ふ
れ
た
い
。

爵
に
は
商
鞍
の
十
七
等
爵
や
楚
爵
等
が
あ
る
が
、
周
爵
の
惇
統
を
受
け
つ
つ
も
な
お
そ
れ
と
ζ

と
な
る
褒
賞
的
性
格
を
色
濃
く
も
っ

て
い
る

と
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
商
鞍
掃
討
の
ば
あ
い
を
み
る
と
、
昏
制
と
官
位
と
が
早
く
も
区
別
さ
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
商
君
書
、
境

内
篇
の
記
事
で
は
、

)
 

噌
目
ム(
 
能
得
甲
首
一
者
、
賞
倭
一
級
、
盆
回
一
頃
、
盆
宅
五
畝
、
庶
子
一
人
、
乃
得
入
兵
官
之
吏
。



と
あ
っ
て
、
賞
を
う
る
篠
件
と
そ
れ
に
み
あ
う
褒
賞
を
記
し
て
い
る
。

ζ

れ
と
同
じ
内
容
を
俸
聞
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
史
料
に
、
韓
非
子

定
法
篇
の
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

。，u
功
相
稿
也
。

⑤
 

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

ωの
文
章
を
か
つ
て
守
匡
美
都
雄
氏
は
、

(
周
君
〉
回
、
子
震
寡
人
謀
、
且
奈
何
、
割
目
、
君
謂
景
翠
日
公
爵
矯
執
圭
、

商
君
之
法
目
、
斬
首
者
岳
町
一級、

欲
魚
官
者
負
五
十
石
之
官
、
斬
二
首
者
寄
二
級
、
欲
震
官
者
篤
百
石
之
官
、
官
爵
之
遷
興
斬
首
之

官
信
用
柱
園
、
戦
市
勝
、

則
無
加
鷲
突
、

不
勝
則
死
、

不
如

背
秦
。

(
戟
園
策
)

と
あ
る
の
や
、

都
君
子
哲
親
楚
王
母
弟
也
、
{
目
篤
令
罪
、
霞
篤
執
圭
。

(
説
苑

各
十
一
〉

- 53ー

な
ど
を
傍
誼
と
し
て
爵
と
官
と
が
酎
臆
的
序
列
を
な
し
て
い
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
引
用
文

ωを
守
屋
氏
は
、

斬
首
の
功
の
あ
っ
た
人
は
一
律
に
霞
を
賜
っ
て
、
入
官
資
格
を
得
、
そ
の
有
寄
者
が
入
官
す
る
と
き
は
そ
の
上
下
に
比
例
し
て
遁
首
な
官

が
輿
え
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
に
の
で
あ
ろ
う
。

@
 

と
和
叩辞
さ
れ
て
お
り
、
西
嶋
定
生
氏
も
同
様
に
、

斬
首
の
功
に
よ
る
賜
爵
は
そ
れ
と
と
も
に
任
官
の
資
格
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
解
せ
ら
れ
た
。
巌
密
に
云
う
と
、
守
屋
氏
は
霞
を
ば
官
の
前
提
篠
件
と
み
な
し
、
西
嶋
氏
も
こ
れ
を
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
南
氏
は
い
わ
ば
官

と
震
と
を
合
せ
て
一
元
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
漢
の
初
め
、
高
祖
の
功
臣
た
ち
は
、

卒
目
、
項
王
魚
人
敬
愛
人
士
之
廉
節
、
好
躍
者
多
野
之
、
至
於
行
功
賞
、
爵
邑
重
之
、
土
亦
以
此
不
附
、
今
大
王
媛
市
少
躍
、

者
不
来
、
然
大
王
能
能
人
以
爵
邑
、
士
之
頑
頓
番
利
無
恥
者
、
亦
多
掃
漢
、
誠
各
去
雨
短
、
集
両
長
、
天
下
:
:
:
定
失
。

土
之
廉
節
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と
あ
る
よ
う
に
、
功
を
場
げ
て
爵
邑
を
求
め
る
頑
頓
巻
利
無
恥
な
る
者
が
多
か
っ

た
と
い
う
。
乙
の
形
勢
の
赴
く
と
こ
ろ
は
韓
信
の
ど
と
く
、

功
に
見
合
っ
て
自
ら
斉
の
王
に
ら
ん
と
す
る
よ
う
な
人
物
の
輩
出
す
る
乙
と
に
な
る
。
天
下
の
統
一
を
企
て
な
が
ら
、
功
臣
を
分
封
せ
ざ
る
を

得
ぬ
自
己
矛
盾
に
高
祖
は
逢
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
債
の
代
り
に
官
を
授
興
し
て
い
く
方
法
を
講
じ
る
に
お
よ
ん
で
、
一
輔
、
中

央
集
権
化
臨
制
に
向
う
こ
と
が
で
き
た
。
高
組
の
諸
功
臣
の
官
倭
の
例
を
奉
げ
る
と
、

人

名

一

|凍周歩主m:~ 夏

侯

im 

卒勃日翁商嬰嬰

{項
羽
)

向
問ー中

絹
将
軍

信
成
君

太
僕

七
大
夫

中
桐

七
大
夫

五
大
夫

(

H

)

 

信
武
君

五
大
夫 官

爵
執
自

N 都
~lf.t 

附
脚
令

悶

大

夫

列

大

夫

将
軍
都
尉

(

グ

)

五
大
夫

執
南

右
丞
相

(
列
侯
)

事/¥
鳥

執
珪

針

比事h
珪

両都
空!尉

列』守
侯軍

上
聞
霞

執
珪

郎
中

表

列 ff寄
侯軍

護
軍
中
尉

(

H

)

 

五
大
夫

腕交官(
爵
封
)

中
謁
者

将

軍

中

尉

俵

左

丞

相

(
向
上
)
(
同
上
)

(

M

)

 

列
侯

1卸列太
侯{業

(

ゲ

〉

列
侯

賢
成
君

御
史
大
夫

(

グ

〉

列郎
侯中

- 54ー

郎
中
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石 叔 安リ 申 任 周 周 張 周 新 待

孫 屠

奮 通 敬 嘉 数 苛 畠 蒼 繰 事故 寛

中潟 2主2士博 郎中
祖言材官廠
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君

(グE都t 上
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代相 列 列騎尉都

f卸

守主誌 高侯 (侯

侯武 恕武侯

(准 庭 陰扮 趨相
f、、〆ー、

共徳
喜警 阿 11 11 

侯 侯 君、ノ、ノ

計相眉童。日
f言

侯開内文T一f E御E 武き( 騎車

〉グ 軍賂

Av' 御史大夫
北卒 主計

侯

列(丞

列侯 御史大夫侯こ相

- 55-



228 

直

不

疑

塞
侯

結

三瓦|-
帝

中
大
夫

御
史
大
夫

(
R
H
帝
)

4-
q
判

戯
草
郎

中
郎
賂

右
の
よ
う
に
諸
功
臣
の
官
と
爵
と
の
針
比
が
示
さ
れ
る
。

乙
れ
で
み
る
と
、
霞
は
本
来
、
武
功
に
授
興
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

商
鞍
爵
を
承
け
つ
い
で
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
天
下
卒
定
し
て
よ
り
後
は
功
次
す
な
わ
ち
年
功
序
列
制
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
う

官
位
が
優
位
を
し
め
て
き
て
い
る
乙
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
讃
み
と
り
は
さ
て
お
い
て
、
問
題
は
官
と
倭
と
が
一
元
的
な
も

乙
の
貼
で

の
か
否
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

夏
侯
嬰
の
例
で
は
太
僕
か
ら
鯨
令
に
移
り
、
再
び
太
僕
に
復
闘
し
て
官
位
の
費
動
は
少
い
。
し
か
る
に
爵
位

は
七
大
夫
か
ら
上
昇
し

つ
づ
け
て
列
侯
に
至
っ
た
。
軍
功
の
顛
著
な
た
め
で
あ
ろ
う
。

侍
寛
の
例
で
は
、
貌
の
騎
持
か
ら
高
租
の
舎
人
に
移
る

が
、
以
後
、
右
騎
賂
と
も
と
の
位
置
に
迄
も
ど
っ
た
。
そ
の
問
、
爵
は
五
大
夫
か
ら
関
内
侯
、

や
が
て
列
侯
に
到
る
。
乙
れ
も
前
例
と
ほ
ぼ
同

- 56ー

様
、
そ
の
も
つ
傍
位
は
官
位
に
大
き
な
影
響
を
興
え
て
い
な
い
。
濯
嬰
の
例
で
は
七
大
夫
が
中
滑
に
見
合
っ
て
い
る
が
、
夏
侯
嬰
の
ば
あ
い
、

七
大
夫
は
太
僕
に
み
あ
う
ば
か
り
で
な
く
、
列
侯
と
も
見
合
っ

て
い
る
。
奨
喰
の
ば
あ
い
、
爵

・
列
侯
に
邸
中
が
照
躍
す
る
が
、
濯
嬰
で
は
執

珪
に
見
合
い、

劉
敬
で
は
関
内
侯
以
下
の
爵
と
見
合
っ
て
い
る
。
都
尉
は
陳
卒
・
郎
商
の
ば
あ
い
関
内
侯
と
見
合
う
が
、
申
屠
嘉
の
ば
あ
い
そ

れ
以
下
の
霞
で
あ
り
な
が
ら
、
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

ζ

の
よ
う
に
漢
初
に
お
い
て
は
官
職
と
爵
位
が
劃
膳
す
る
の
は
稀
で
あ
っ
て
、
爵

と
官
の
秩
序
は

一
躍
別
系
列
の
君
臣
闘
係
の
表
現
で
あ

つ
に
。
す
な
わ
ち
、

爵
位
は
論
功
行
賞
で
あ
っ
て
、
衆
議
を
媒
介
と
す
る
客
観
的
基
準

が
あ
っ
て
定
め
ら
れ
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

粛
何
の
論
功
が
君
臣
間
で
議
せ
ら
れ
、
諸
功
臣
の
許
債
も
仲
々
決
ら
な
か
っ
に
と
史
書
に
し
る

す
の
も
そ
の
誼
で
あ
る
。
軍
功
の
褒
賞
と
し
て
の
思
尺
の
地
の
獲
得
が
豪
築
た
ち
の
求
め
る
と
ζ

ろ
で
あ
り
、

そ
の
賞
を
提
示
し
て
彼
ら
を
統

御
す
る
の
が
君
主
の
臣
下
支
配
の
一
様
式
で
あ
る
。
そ
の
い
み
で
爵
秩
序
は
ζ

の
時
貼
で
は
法
家
的
思
想
に
う
ら
う
ち
さ
れ
て
お
り
、

に
い
し
て
官
位
秩
序
は
君
主
の
家
産
の
授
興
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
、
儒
家
的
思
想
に
う
ら
う
ち
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
儒
家
の

乙
れ
に



叔
孫
通
が
戦
蹴
時
に
は
武
力
の
秀
れ
た
も
の
を
推
奉
し
、
卒
時
に
な
っ
て
門
下
生
を
郎
官
に
推
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
の
傍
詮
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
君
臣
開
係
は
爵
と
官
位
ぞ
媒
介
と
し
て
二
元
的
な
系
列
を
も
っ
て
い
た
が
、
君
主
の
統
御
策
と
し
て
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
軌

道
修
正
が
志
向
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
企
画
は
高
粗
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
達
成
さ
れ
、
統
一
的
な
帝
園
の
基
礎
が
う
ち
か
た
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

所
で
君
臣
関
係
が
初
期
に
お
い
て
二
元
的
構
造
を
な
し
て
い
た
と
す
る
と
先
に
ふ
れ
た
商
君
書
お
よ
び
韓
非
子
定
法
篇
の
爵
制
の
史
料
の
解

①
 

揮
は
お
の
ず
か
ら
蟹
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
定
説
化
し
て
い
る
巌
蔦
皇
、
朱
師
徹
の
「
ご
字
は
街
字
と
す
る
見
解
は
必
ず
し
も

と
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
の
天
一
閣
本
に
明
か
に
記
さ
れ
て
い
る
「
ご
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
、

一
に
、
庶
子
一
人
を
除
し
て
:
:
:
兵
官
の
吏
に
入
ら
し
む
。

と
讃
む
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
よ
ん
で
乙
そ
、
韓
非
子
定
法
篇
の
「
爵
一
級
」
を
得
る
ば
あ
い
と
、

の
区
別
を
す
る
書
き
か
た
に
、
商
君
書
境
内
篇
の
右
の
部
分
が
ま
さ
し
く
照
躍
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
官
に
ら
ん
と
欲
す
る
者
」
と

- 57ー

「
ご
に
と
謹
む
と
功
を
奉
げ

た
本
人
に
代
っ
て
庶
子
を
吏
と
す
る
ζ

と
に
な
る
難
黙
も
生
ず
る
が
、

っ
て
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
私
属
た
る
庶
子
が
主
人
の
功
に
謄
じ
て
代
っ
て
吏
と
な
る
と
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
と
で
は
な
い
。

き
て
、
爵
制
が
法
家
流
に
利
用
さ
れ
た
の
は
戦
飢
期
の
特
殊
朕
況
と
も
み
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
と
も
か
く
卒
時
に
な
る
と
、
運
用
の
嬰
化

が
生
ず
る
乙
と
に
な
る
。
高
祖
五
年
夏
五
月
に
「
兵
皆
罷
蹄
家
」
(
漢
書
倉
一
、
下
)
と
な
っ
て
、
や
が
て
詔
に
よ
っ
て
、

・
:
民
前
或
相
豪
保
山
淳
不
書
名
数
、
今
天
下
己
定
、
令
各
蹄
其
豚
、
復
故
醤
田
宅
:
:
:
民
以
飢
餓
自
責
篤
人
奴
牌
者
、
皆
菟
篤
庶
人
、

軍
吏
卒
禽
赦
其
亡
罪
市
亡
信
、
及
不
満
大
夫
者
皆
賜
爵
潟
大
夫
ハ
如
淳
日
、
軍
吏
卒
曾
赦
得
菟
罪
、
及
本
無
罪
而
亡
爵
級
者
、
皆
賜
爵
潟
大
夫
。
師

古
田
、
大
夫
第
五
爵
也
。
劉
欽
目
、
輸
血
謂
有
罪
者
曾
赦
菟
罪
而
己
、
不
得
賜
爵
也
、
亡
罪
乃
得
策
大
夫
耳
。
先
謙
目
、
此
録
寧
功
、
吏
卒
皆
奥
有
罪
曾
赦
、

「
乞
庶
子
」
す
な
わ
ち
庶
子
を
召
し
か
か
え
る
と
と
が
商
君
の
法
に
よ

亦
得
賜
爵
、
詳
文
義
、
如
設
是
、
劉
説
非
也
〉
、
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及
戸
勿
事
〈
際
勧
目
、
不
総
戸
賦
也

賜
倭
各
一
級
、
其
七
大
夫
以
上
皆
令
食
巴
、

如
淳
日
事
謂
役
使
也
、
師
古
田
、
復
其
身
、
及
一
戸
之
内
皆
不
徳
賦
也
〉
。

故
大
夫
以
上
、

非
七
大
夫
以
下
、
皆
復
其
身
、

文
目
、
七
大
夫
公
乗
以
上
皆
高
爵
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也
、
諸
侯
子
及
従
軍
蹄
者
甚
多
高
雷
、
吾
数
詔
、
吏
先
興
田
宅
、
及
所
嘗
求
於
吏
者
丞
興
、
爵
或
人
君
上
所
隼
雄
、

邑
者
則
自
君
其
人
、
故
云
或
人
君
也
、
上
謂
天
子
)
久
立
、
吏
前
曾
不
魚
決
甚
亡
調
也
(
師
古
日
、
亡
謂
者
失
於
事
宜
不
可
以
訓
)
異
日
秦
民
寄
、

公
大
夫
以
上
、
令
丞
興
充
躍
(
懸
酌
日
、
言
従
公
大
夫
以
上
、
民
奥
令
丞
允
種
、
光
雄
者
長
揖
不
奔
、
師
古
目
、
異
日
猶
言
往
日
也
、
允
者
賞
也
言
高
下

相
笛
無
所
卑
屈
不
調
謂
鱈
奔
也
)
今
吾
於
爵
非
軽
也
、
吏
濁
安
取
此
、

(
師
古
田
、
爵
高
有
園

且
法
以
有
功
携
行
田
宅
、
今
小
吏
未
嘗
従
軍
者
多
満
、
而
有
功
者
顧

不
得
・
背
公
立
私
、
守
尉
長
吏
数
訓
甚
不
善
。
其
令
諸
吏
善
、
遇
高
倭
、
稿
吾
意
、
且
廉
問
、
有
不
如
吾
詔
者
以
重
論
之
。

と
あ
る
よ
う
に
戦
時
J
和
卒
の
朕
況
醜
換
に
お
け
る
制
度
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
史
記
高
組
本
紀
に
五
月
の
僚
は
ど
く
筒
車
に
、

兵
皆
罷
師
家
、
諸
侯
子
在
闘
中
者
、
復
之
十
二
歳
、
其
蹄
者
復
之
六
歳
、
食
之
一
歳
。

と
記
し
、
先
掲
、
引
用
文
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
史
・
漢
の
劉
比
は
で
き
な
い
し
、
右
、
長
文
の
内
容
は
後
代
に
整
理
し
た
も
の
も

含
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
ζ

で
は
文
章
自
畿
の
検
討
が
ま
ず
必
要
で
あ
ろ
う
。
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右
、
引
用
文
の
云
う
と
乙
ろ
は
ま
ず
、
川
w故
爵
田
宅
の
回
復
保
障
で
あ
る
。
と
の
放
爵
と
は
秦
爵
、
楚
爵
等
の
い
ず
れ
を
指
す
か
明
示
が
な

い
が
、
一
般
民
衆
の
そ
れ
と
思
わ
れ
る
か
ら
奏
曲
肘
の
縫
承
・
維
持
で
あ
ろ
う
。
次
に

ω自
責
し
て
奴
紳
と
な
っ
た
も
の
の
恢
復
、
す
な
わ
ち
庶

人
H
無
霞
者
の
形
成
で
あ
る
。
次
に

ω、
爵
・
大
夫
を
賜
わ
る
も
の
の
規
定
で
あ
る
。
乙
れ
は
軍
の
吏
卒
で
罪
を
許
さ
れ
た
が
、
届
酎
を
失
っ
て

い
る
者
と
、
大
夫
以
下
の
爵
有
者
を
全
健
と
し
て
大
夫
に
格
付
け
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
乙
れ
に
は
四
つ
の
注
簿
が
あ
る
が
、
如
淳
を
是

と
す
る
王
先
謙
の
説
が
安
嘗
か
と
お
も
わ
れ
る
。
箪
の
吏
卒
で
下
位
に
嘗
る
者
を
第
五
品
討
に
位
置
付
け
た
と
す
る
解
緯
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
措
置
は
第
五
爵
以
上
の
者
に
不
公
卒
を
き
た
す
の
で
、
針
策
と
し
て
刷
一
級
の
累
進
付
加
が
施
さ
れ
て
い
る
。
具
睦
的
に
は
五
爵
の
者
を
六

倭
に
、
六
鶴
の
者
を
七
爵
(
七
大
夫
)
に
す
る
ζ

と
に
他
な
ら
な
い
。
助
そ
し
て
と
の
七
大
夫
以
上
の
爵
有
者
に
は
食
邑
を
附
興
す
る
乙
と
に

し、

ωそ
の
戸
に
は
径
役
菟
の
特
権
を
併
せ
興
加
え
た
の
で
あ
る
。

「
文
日
く
」
と
し
て
後
段
に
は
い
る
。
後
段
の

ωは
七
大
夫
・
公
乗
の
爵
以
上
の
者
の
扱
い
で
あ
る
が
、
そ

の
な
か
で
も
「
諸
侯
子
及
従
軍
蹄
者
」
の
措
置
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
諮
侯
子
を
楚
の
子
で
あ
る
と
限
定
付
き
で
解
す
る
周
蕎
昌
の
見
解
も
あ

詔
の
前
段
は
ζ

乙
で
お
わ
り
、



る
が
、

王
先
謙
の
言
う
と
お
り
そ
れ
に
は
除
り
拘
泥
し
な
く
て
も
よ
い
。
要
す
る
に
、
本
籍
地
を
離
れ
て
轄
戦
し
、
漸
く
蹄
還
し
た
者
の
た
め

の
措
置
で
あ
る
。
高
爵
の
彼
ら
に
田
宅
を
付
輿
し
、

そ
の
求
め
を
聞
い
て
直
ち
に
寅
行
す
る
よ
う
に
と
い
う
詔
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
理
由
付

け
が
そ
れ
以
下
の
文
章
内
容
を
成
す
。

す
な
わ
ち
爵
は
園
邑
を
も
っ
者
や
天
子
の
傘
崇
す
る
劉
象
で
あ
っ
て

久
し
い
停
統
を
維
持
し
て
い

る
。
吏
が
授
爵
の
措
置
を
急
が
な
い
の
は
時
宜
に
適
し
な
い
。
先
般
、
秦
の
民
爵
た
る
公
大
夫
以
上
の
者
は
令
丞
と
「
長
揖
し
て
拝
せ
ま
る
」

権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
自
分

(官
同
租
)
は
傷
を
軽
く
み
て
い
る
の
で
は
な
い
の
に
更
が
そ
の
よ
う
に
軽
々
し
く
扱
う
の
は
遺
憾
で
あ

る
。
法
に
照
し
で
も
功
第
を
あ
，
け
れ
ば
田
宅
を
褒
賞
す
る
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
小
更
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
従
軍
し
た
こ
と
の
な
い
者

が
田
宅
を
私
取
し
自
ら
満
足
し
て
お
り
、
軍
功
を
た
て
た
も
の
が
田
宅
を
得
て
い
な
い
の
は
公
に
反
し
私
を
立
て
る
乙
と
で
あ
っ
て
、

ζ

れ
は

よ
く
な
い
。
尉
や
長
吏
は
そ
の
不
善
を
数
戒
し
て
、
高
画
酎
者
を
充
分
に
待
遇
せ
よ
と
詔
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

全
鎧
の
調
子
は
高
爵
者
つ
ま
り
従
軍
の
吏
卒
の
優
待
を
き
T
J
の
で
あ
る
が
、
賞
態
と
し
て
は
授
爵
さ
れ
た
者
が
多
数
い
た
と
と
も
あ
っ
て
、

倭
イ
ン
フ
レ
の
た
め
買
さ
い
上
、

画
酎
を
軽
ん
ず
る
吠
況
が
蔓
延
し
て
お
り
、

爵
に
伴
う
田
宅
授
興
が
貫
施
困
難
を
き
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
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以
上
の
よ
う
に
高
帝
五
年
詔
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
漢
初
の
身
分
秩
序
は
、

庶
人
(
無
爵
)

-
庶
民
(
一

J
四
爵
)

軍
吏
卒
(
五

・
六
爵
〉

-
高
霞
〈
七
大
夫
以
上
〉

の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
高
爵
者
に
は
民
を
支
配
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
八
年
・
・・・・・春三月・・
・・・
・
寄
非
公
乗
以
上
、

味
得
冠

劉
氏
冠
」

(
漢
書
倉
一
、
下
〉
と
あ
る
記
事
か
ら
も
醤
秩
序
は
そ
の
服
装
に
ま
で
及
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
瞳
」
の
規
定
も
と
乙
に

あ
る
と
乙
ろ
か
ら
み
て
、
そ
の
霞
秩
序
整
理
は
か
つ
て
の
軍
功
寄
の
原
理
に
た
つ
も
の
で
な
く
、
儒
家
的
躍
制
H
周
爵
の
停
統
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
す
る
意
園
が
み
え
る
の
で
あ
る
。

漢
代
初
頭
に
二
元
化
し
た
君
臣
関
係
は
卒
時
恢
復
と
と
も
に
こ
ζ

に
一
元
化
が
目
指
さ
れ
た
と
理
解
し

て
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
。
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ζ

う
し
た
方
向
は
恵
帝
の
時
代
に
よ
り
一
段
と
明
確
に
な
る
。
太
子
が
帝
位
に
就
い
た
時
、

ま
ず
民
一
般
に
爵
一
級
を
賜
う
た
の
ち
、
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中
郎
・
郎
中
瀬
六
歳
倭
三
級
、
四
歳
二
級
、
外
郎
満
六
歳
二
級
、
中
郎
不
満
一
歳
一
級
、
外
郎
不
満
二
歳
賜
銭
高
、
官
官
向
食
比
郎
中
、

謁
者
・
執
循
・
執
戟
・
武
士
臨
比
外
郎
、
太
子
御
膳
乗
賜
爵
五
大
夫
、
舎
人
減
五
歳
二
級
、
賜
給
喪
事
者
二
千
石
銭
二
高
、
六
百
石
以
上

満
五
百
石
、
二
百
石
以
下
至
佐
史
五
千
、
現
作
斥
上
者
賂
軍
四
十
金
、
二
千
石
二
十
金
、
六
百
石
以
上
六
金
、
五
百
石
以
下
至
佐
史
二
百
、

減
田
租
復
十
五
税
て
霞
五
大
夫
吏
六
百
石
以
上
、
及
富
皇
帝
市
知
名
者
有
罪
:
:
:
。

と
の
措
置
を
お
乙
な
っ
て
い
る
。

ζ

れ
は
高
級
官
僚
へ
の
出
護
貼
で
あ
る
郎
官
の
爵
秩
序
劉
躍
の
規
定
で
あ
り
、
軍
功
授
昏
に
代
る
文
官
と
し

て
の
年
功
序
列
方
式
で
あ
る
。
官
僚
の
位
階
と
倭
位
と
の
照
臆
が
乙
乙
に
大
々
的
に
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
で
年
功
序
列
の
基
準

と
な
っ
て
い
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
掛
町
名
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
「
太
子
御
膳
乗
、
賜
餐
五
大
夫
」
で
あ
り
、
爵
五
大
夫
と
吏
六

百
石
と
が
ほ
ぼ
み
あ
う
も
の
と
し
て
並
記
さ
れ
て
い
る
。
太
子
御
腫
乗
が
太
子
洗
馬
(
漢
書
百
官
志
容
十
九
上
〉
に
嘗
る
と
す
れ
ば
、
張
長
の
註

に
よ
っ
て
「
秩
比
謁
者
」
と
あ
る
か
ら
比
六
百
石
な
の
で
あ
る
。
大
凡
六
百
石
が
五
大
夫
に
劃
臨
服
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
、
議
郎
・
中
郎
が
秩
比
六
百
石
、
侍
郎
比
四
百
石
、
郎
中
比
三
百
石
と
な
り
、
議
郎
が
爵
五
大
夫
(
第
九
級
)
侍
郎
が
第
八
級
、
郎
中

が
第
七
級
と
な
る
。
恵
帝
五
年
五
月
丙
寅
の
措
置
で
は
中
郎
・
郎
中
が
満
六
歳
で
三
級
、
満
四
歳
で
二
級
を
受
け
る
か
ら
、
六
年
の
年
功
で
中
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郎
は
第
十
二
級
、
郎
中
は
第
十
級
に
達
す
る
。
以
後
は
官
位
上
昇
に
伴
っ
て
加
爵
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
恵
帝
の
措
置
は
高
租
五
年
詔
で
定
め
た
庶
民
・
軍
吏
卒
・
高
爵
の
う
ち
の
、
高
倭
に
嘗
る
者
を
ど
の
官
位
に
就
け
る

か
巻
詳
細
に
し
た
も
の
で
、
官
と
倭
の
一
本
化
の
前
進
を
意
圃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
乙
で
一
駐
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
外
郎
不
満
二
歳
、

賜
銭
高
」
の
規
定
で
あ
る
。
挑
捕
の
註
に
よ
る
と
、

此
合
十
九
等
之
爵
遁
加
市
上
、
故
一
級
貴
於
蔦
銭
、
興
元
年
民
購
罪
買
爵
之
級
不
向
。

と
あ
る
。
元
年
の
顧
罪
の
た
め
の
醤
と
は
「
多
、
民
有
罪
得
買
爵
三
十
級
以
菟
死
罪
」
と
あ
る
も
の
で
、

い
る
。
と
の
挑
氏
の
設
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
先
掲
、
恵
帝
元
年
僚
の
註
韓
に
、

臆
劫
日
、
一
級
直
銭
二
千
、
凡
鋳
六
高
、
若
今
煩
罪
入
三
十
疋
繰
妄
。

と
れ
は
二
十
等
爵
と
は
違
う
と
し
て



師
古
目
、
令
出
買
昏
之
銭
以
購
罪
。

周
蕎
昌
日
、
成
帝
鴻
嘉
三
年
、
令
民
買
霞
、
買
級
千
銭
、
蓋
規
恵
帝
時
、
毎
級
又
減
去
千
銭
会
。

な
ど
と
み
え
る
。
膿
罪
の
た
め
の
爵
は
級
千
J
二
千
て
い
ど
の
値
段
で
あ
り
、
二
十
等
爵
と
の
封
躍
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
爵
が
金
銭
と
一

臆
の
換
算
関
係
を
も
ち
始
め
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
挑
氏
は
外
郎
が
二
年
以
内
で
は
授
爵
き
れ
な
い
で
銭
高
を
給
付
会
れ
て
い
る
か

ら
、
爵
は
寓
銭
以
上
の
債
値
が
あ
っ
た
と
考
え
、
顧
罪
の
爵
と
は
異
る
と
み
て
い
る
。
と
の
貼
に
つ
い
て
は
乙
乙
で
は
述
べ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
高
租
五
年
五
月
詔
、
恵
帝
即
位
五
月
丙
寅
僚
の
措
置
に
つ
い
て
み
る
と
、
授
魯
を
か
な
め
と
し
て
勢
力
援
大
を
は
か
っ
た
高

組
起
兵
か
ら
天
下
統
一
ま
で
の
様
子
と
ち
が
い
、
官
位
を
基
本
と
し
て
爵
制
を
そ
れ
に
遁
合
さ
せ
る
操
作
が
行
わ
れ
る
に
到
っ
て
、
褒
賞
と
し

て
の
爵
か
ら
躍
制
に
よ
る
爵
へ
と
轄
換
し
て
い
く
傾
向
が
あ
っ
た
。
と
は
一
言
え
、
爵
が
褒
賞
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
経
緯
か
ら
、

ζ

れ
が
銭
と

換
算
さ
れ
る
紋
態
が
あ
ら
わ
れ
、
恵
帝
六
年
に
責
爵
令
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
民
曾
に
お
い
て
お
そ
ら
く
可
能
だ
っ
た

の
で
あ
り
、
高
爵
に
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
文
帝
後
六
年
夏
の
僚
に
も
貰
寄
を
得
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
が
、

い
し
て
の
振
貸
に
並
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
先
謙
が
遅
浩
の
註
を
引
い
て
、

富
人
欲
爵
、
質
人
欲
鏡
、
故
聴
買
貰
。

と
い
う
の
が
安
嘗
な
意
見
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

そ
れ
は
皐
・
瞳
に
さ
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で
は
庶
民
と
高
爵
者
の
中
園
に
あ
る
軍
吏
卒
の
倭
は
買
買
可
能
な
の
か
。
武
帝
の
元
朔
六
年
六
月
詔
に
、

今
大
勝
軍
伯
復
克
獲
、
斬
首
虜
高
九
千
級
、
受
爵
賞
市
欲
移
貰
者
無
所
流
地
(
膝
勧
臼
・
:
:
言
軍
吏
土
斬
首
虜
爵
級
多
無
所
移
奥
、
今
矯
置
武
功

賞
官
爵
多
者
分
奥
父
兄
子
弟
及
寅
輿
他
人
也
、
師
古
田
、
此
説
非
也
、
許
俣
説
文
解
字
云
、
馳
物
之
重
次
第
也
、
此
詔
言
欲
移
頁
爵
者
無
有
差
次
、
不
得
流

行
、
放
策
置
官
級
也
・
:
:
)
其
議
震
令
、
有
司
奏
請
置
武
功
賞
官
以
寵
戦
土
。
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と
あ
り
、
旬
奴
と
の
戦
い
で
の
受
爵
は
腹
切
の
云
う
よ
う
に
軍
吏
土
で
あ
る
が
、
そ
の
受
け
た
昏
は
移
興
し
得
な
い
。
そ
と
で
武
功
俸
と
名
稽

を
改
め
て
頁
買
、
移
譲
の
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
漢
書
食
貨
志
に
は
旬
奴
と
の
戦
い
の
た
め
、
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於
是
、
大
司
農
陳
蹴
鏡
、

経
用
賦
税
既
喝
、

不
足
以
+
挙
戦
士
、

有
司
請
令
民
得
買
掛
町
、

及
踊
禁
鋼
、
兎
蹴
罪
、
請
置
賞
官
、
名
目
武
功

爵
、
級
十
七
薦
、
凡
直
三
十
除
高
金
、
諸
買
武
功
露
、
官
首
者
試
補
吏
、
先
除
千
夫
如
五
大
夫
、
其
有
罪
又
減
二
等
、
寄
得
至
祭
卿
、
以

額
軍
功、

軍
功
多
用
超
等
、
大
者
封
侯
、
卿
大
夫
、
小
者
郎
、
吏
道
雑
而
多
端
、
則
官
職
耗
鹿
:
・
:
。

と
経
営
費
不
足
の
た
め
爵
を
設
貰
し
て
、
闘
罪
用
に
使
用
さ
せ
、
ま
た
高
爵
者
は
二
十
等
寄
に
な
ら
っ
て
「
補
吏
」
せ
し
め
た
。
従
来
の
軍
吏

士
の
爵
の
累
積
に
よ
っ
て
醤
爵
緯
制
と
切
り
は
な
し
て
武
功
倭
健
制
を
つ
く
り
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
褒
賞
制
H
武
功
霞
と
い
う
ζ

と
が
で
き

よ
v

フ
。

四

「
制
」
と
土
地
所
有
額

ふ
た
た
び
従
運
針
象
者
の
問
題
に
も
ど
ろ
う
。
従
運
針
象
者
は
原
則
と
し
て
年
牧
盆
二
十
高
、
貸
産
で
い
う
と
百
寓
銭
以
上
の
財
産
家
で
あ

る
こ
と
を
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
質
産
は
動
産
も
不
動
産
も
ふ
く
ん
で
い
る
が
、

不
動
産
の
要
と
な
る
田
土
が
貸
産
百
高
の
ば
あ
い
ど
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の
程
度
の
商
積
に
な
る
か
を
み
る
と
、
史
記
貨
殖
列
停
で
は
、
帯
郭
畝
鐘
の
田
な
ら
十
頃
と
あ
る
の
が
ひ
と
つ
の
目
安
と
な
る
。
畝
鐘
と
は
畝

品目
回
牧
穫
六
朗
四
斗
で
、

乙
れ
は
土
地
が
肥
沃
な
ば
あ
い
の
特
例
と
も
云
え
、

ふ
つ
う
の
地
域
で
は
一
餅
な
い
し
一
餅
五
斗
が
牧
穫
の
卒
均
な
の

で
あ
る
。
そ
の
割
合
で
い
う
と
大
鎧
四
十
二
頃
程
度
が
同
じ
牧
量
を
得
る
の

K
必
要
な
地
積
で
あ
る
。

他
方
、
居
延
漢
筒
か
ら
(
努
絵
、
=
一
七

・
三
五
)
み
る
と
、

候
長
牒
得
広
昌
里

小
奴
二
人
直
三
蔦

用
馬
五
匹
直
二
寓

宅

一
区
高

大
蝉

一
人
二
高

牛
車
二
雨
直
四
千



公
乗
躍
忠
年
品
川

田
五
頃
五
高

昭
車

一
乗
直
高

服

牛

二

六

千

凡
貨
直
十
五
寓

と
あ
り
、

乙
の
財
産
と
田
土
の
比
率
を
求
め
れ
ば
よ
い
。
貨
産
十
五
蔦
で
、

そ
の
う
ち
土
地
は
五
頃
五
蔦
で
あ
る
か
ら
、
財
産
の
う
ち
三
分
の

一
が
土
地
に
該
嘗
す
る
と
と
に
な
る
。
居
延
で
の
例
で
は
い
さ
さ
か
普
遍
性
を
歓
く
と
い
う
問
題
貼
も
あ
る
が
、

一
躍
の
基
準
と
み
て
比
較
す

る
と
、
貸
百
高
の
ば
あ
い
、
三
分
の
一
す
な
わ
ち
三
十
三
頃
の
土
地
所
有
を
想
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
と
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
中
央
集

権
策
を
阻
害
す
る
質
産
家
と
考
え
ら
れ
て
い
る
百
蔦
長
者
の
う
ち
土
地
経
営
者
で
い
う
と
、
所
有
額
三
十
噴
以
上
を
有
す
る
者
が
そ
れ
に
該
嘗

す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
自
由
な
経
済
活
動
と
し
て
放
置
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
堀
敏
一
氏
が
近
著
『
均
田
制
の
研
究
』
第
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と
こ
ろ
で
漢
代
で
は
土
地
は
買
買
さ
れ
、
{衆
併
家
が
生
れ
、

設
展
し
て
い
っ
た
と
と
は
董
仲
皆
上
奏
な
ど
で
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

一
章
で
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に

「
何
ら
か
の
園
家
規
制
が
あ
っ
た
」
形
跡
が
あ
る
。
さ
き
に
の
べ
た
田
土
三
十
頃
以
上
の
も
の
を
陵
邑
に
移
す

政
策
は
強
権
的
な
が
ら
、

と
も
か
く
制
限
令
と
し
て
の
数
果
を
も
っ
て
い
る
ζ

と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
土
地
所
有
の
規
制

ζ

れ
は
地
方
監
察
官
が
中
央
政
府
よ
り
汲
遣
さ
れ
て
、
地
方
の
非

を
し
め
す
史
料
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
漢
官
儀
に
み
え
る
「
六
篠
」
で
あ
る
。

遣
を
検
察
す
る
、
そ
の
基
準
と
な
る
規
定
で
あ
る
。
そ
の
第
一
候
、
第
二
僚
を
み
る
と
、

強
宗
・

豪
右
田
宅
険
制
。

f~ 

二
千
石
不
奉
詔
書
、
遵
承
典
制
。

と
の
第

一
僚
は
田
宅
が
制
を
乙
え
た
ば
あ
い
、
強
宗
・

豪
右
を
規
制
す
る
乙
と
を
い
み
し
て
い
る
。
堀
氏
は
乙
れ
は
具
盤
的
に
制
度

が
あ
る
の
で
な
く
、
抽
象
的
な
規
制
ピ
と
さ
れ
る
が
、
筆
者
も
大
枠
と
し
て
、
そ
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
お
も
う
。
た
花
、

二
候

'と
e
のヲ。
。
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ζ

の
抽
象
的
と
い
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ぅ
、
そ
の
い
み
す
る
と
乙
ろ
を
乙
乙
で
も
う
一
歩
深
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
制
と
い
う
言
葉
の
使
用
例
を
検
索
す

る
と

数
歳
明
習
漢
制
及
法
令
、
上
甚
信
任
之
。

明
習
文
法
、
練
園
制
度
。
(
問
、
容
八
三
、
静
宣
侍
)

籍
税
取
民
、
不
過
常
法
、
宮
室
車
服
不
険
制
度
。

(
漢
室
田
谷
八

一
、
孔
光
縛
)

(
問
、
容
八
五
、
谷
永
侍
〉

と
は
封
照
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
谷
永
俸
で
は
法
と
制
は
そ
の
遁
用
封
象
が
と
と
な
る
の
で

は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
覗
熱
か
ら
す
る
と
、
漢
書
、
巻
九
六
(
下
)
、
西
域
俸
に
し
る
す
衣
服
の
制
度
が
谷

な
ど
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
と
制
、

永
俸
と
同
じ
よ
う
に
、

後
数
来
朝
、
賀
築
漢
衣
服
制
度
、
蹄
其
園
如
漢
家
儀
。

と
西
域
の
園
の
制
度
と
し
て
、
儀
躍
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
お
り
、
漢
書
外
戚
俸
(
下
)
に
は
、

途
下
詔
目
、
漢
家
之
制
、
推
親
親
以
額
傘
、
定
陶
恭
皇
之
競
不
宜
・
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定
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
漢
家
の
制
に
も
と
ず
い
て
誼
競
の
適
否
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
同
俸
に
は
と
の
ほ
か
、

「
織
越
瞳
制
」
と
も
表
現
す
る
が
、

ζ

の
瞳
制
こ
そ
が
制
の
典
型
な
の
で
あ
ろ
う
。
制
が
抽
象
的
だ
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
は

「
丁
姫
死
、
葬
捻
制
度
」
と
葬
儀
も
制
度
で
規

結
局
、

そ
れ
が
躍
制
全
般
に
か
か
わ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
制
が
思
想
に
基
づ
く
儀
躍
と
わ
か
ち
が
た
く
ふ
れ
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
躍
は
と
も
か
く
と
し
て
、
制
そ
の
も
の
は
必
し
も
抽
象
的
だ
と
わ
り
き
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

漢
書
、
巻
六
十

杜
延
年
俸
に
、

大
将
軍
鳳
目
、
躍
査
要
九
女
:
:
:
今
九
女
之
制
合
於
往
古
、
無
害
於
今
。

と
み
え
る
と
お
り
、
天
子
が
九
女
を
め
と
る
の
は
躍
制
に
合
致
す
る
と
し
て
い
る
。
漢
官
解
詰
の
記
事
は
後
漢
代
の
も
の
で
あ
る
が
、

日
妃
取
小
夫
人
不
得
遁
四
十
人
。

後
漢
妾
数
無
限
別
、
乃
制
設
正
遁
、



と
妾
数
を
制
し
て
四
十
人
以
内
に
き
め
て
い
る
。
漢
書
、
巻
八
四
、
翠
方
準
俸
で
は
、

及
後
母
彩
、
既
移
三
十
六
日
、
除
服
起
規
事
、
以
篤
身
備
漢
相
、
不
敢
険
園
家
之
制
。

と
三
十
六
日
の
服
喪
を
お
え
て
、
そ
れ
を
園
家
の
制
を
乙
え
ず
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
の
嬰
化
に
よ
っ
て
、
或
は

躍
制
の
重
視
の
度
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
量
規
定
は
動
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
令
の
よ
う
に
一

E
き
ま
る
と
饗
更
の
な
い
か
ぎ
り
不
動
の

性
格
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
不
動
で
な
い
と
い
う
い
み
あ
い
で
、

E
現
的
に
み
れ
ば
抽
象
的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
制
の
遁
用
さ
れ
る
時
黙
・

現
場
に
お
い
て
は
お
の
ず
と
具
瞳
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

右
の
と
お
り
び
ろ
く
瞳
制
に
関
連
す
る
規
定
が
制
で
あ
る
乙
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
が
、
国
土
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
躍
制
の
親
角
か
ら
と

ら
え
ら
れ
る
ば
あ
い
に
は
や
は
り
、
そ
れ
を
制
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

漢
書
、
巻
九
十
九
、
王
葬
俸
に
は
、

今
嘗
受
田
者
如
制
度
、
敢
有
非
井
田
聖
制
:
:
:
投
諸
四
奇
。

と
み
え
る
よ
う
に
井
田
聖
制
と
か
、
受
困
者
は
制
度
に
基
い
て
給
付
を
う
け
る
と
か
し
る
し
て
お
り
、
官
僚
の
俸
給
の
ば
あ
い
で
も
彼
ら
が
公

卿
・
大
夫
の
稽
暁
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
封
建
的
嘩
制
的
身
分
に
擬
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
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葬
下
吏
詠
制
度
目
・
:
:・
自
公
卿
以
下
一
日
之
緑
十
線
布
二
匹
、
或
吊
一
匹
賦
吏
様
、
皆
如
制
度
、
四
輔
公
卿
大
夫
士
、
下
至
輿
僚
、
凡
十

五
等
、
僚
稔
一
歳
六
十
六
餅
、
梢
以
差
培
:
:
:
公
卿
大
夫
元
士
、
食
其
采
、
多
少
之
差
威
有
篠
品
。

と
あ
る
よ
う
に
封
建
的
な
稔
と
呼
稀
さ
れ
、
制
度
や
篠
品
の
規
定
を
う
け
る
。
と
の
篠
品
と
は
後
漢
書
、
巻
五
、
安
帝
紀
に
、

元
初
五
年
詔
目
、
奮
令
制
度
各
有
科
品
。

と
あ
る
科
品
と
同
様
で
あ
る
。
問
、
輿
服
志
に
も
、

二
千
石
以
下
各
従
科
品
。

と
あ
り
、
後
漢
紀
に
は
、
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今
科
候
・
品
制
・
禁
令
所
以
承
天
順
民
者
備
品
矢
。
釆
公
矢
。
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と
科
口
聞
が
科
篠
・
品
制
の
意
味
で
あ
る
乙
と
を
さ
し
し
め
し
て
い
る
。

用
は
躍
制
を
凱
す
と
み
な
し
た
ば
あ
い
、

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
武
帝
期
の
部
刺
史
が
奉
じ
た
と
い
う
詔
篠
(
六
係
)
は
田
土
の
制
限
を
規
定
す
る
内
容
を
も
つ
が
、

そ
の
時
貼
で
の
田
土
制
限
が
、
そ
れ
以
上
の
所
有
者
に
た
い
し
て
夜
勤
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
遁

漢
書
食
貨
志
に、

買
人
有
市
籍
及
家
属
、
皆
無
得
名
田
、
以
使
農
敢
犯
令
浪
人
田
貨
。

と
あ
っ
て
商
人
の
田
土
を
混
牧
す
る
ば
あ
い
、
令
に
よ
り
、

「
今
法
律
賎
商
人
、
商
人
己
富
貴
失
:
:
:
」
と
あ
っ
て
法
律
に
よ
っ
て
身
分
差
を

規
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
制
に
よ
る
混
入
国
の
規
定
は
商
人
の
購
入
し
た
田
土
を
指
す
の
で
な
く
て
、
農
業
経
営
を
す
る
豪
右
の
う
え
に
か
か

わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
が
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
土
地
所
有
制
限
の
六
候
は
や
が
て
、
前
漢
末
近
く
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ

:
:
:
諸
侯
王

・
列
侯

・
公
主

・
吏
二
千
石
及
豪
富
民
多
畜
奴
稗、

一
部
抄
銭
す
る
と
、

回
宅
無
限
、
興
民
手
利
:
:
:
其
議
限
列
、
有
司
上
奏
、
諸
王

・
列
侯
得

っ
た
限
田
制
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
内
容
は
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、

名
田
:
:
:
関
内
侯

・
吏
民
名
田
皆
無
得
過
三
十
頃
:
:
:
。

(漢
書

谷
十

亥
帝
紀
)
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と
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
関
内
侯
以
下
は
三
十
頃
以
上
の
田
土
を
も
ち
え
な
い
乙
と
が
上
申
さ
れ
て
い
る
。
ζ

ζ

で
な
ぜ
三
十
頃
と
い
う
具

鐙
的
な
数
字
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
か
が
疑
問
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ζ

の
黙
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
列
侯
が
帝
陵
邑
に
移
さ
れ
る
そ

の
理
由
は
牧
盆
年
百
首
向
、

田
土
を
推
定
す
る
と
三
十
三
頃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
三
十
三
頃
に
劃
臣
服
す
る
の
が
、
闘
内
侯
以
下
三
十
頃
以
内
と
い

乙
れ
が
、
爵
制
的
土
地
所
有
制
限
の
一
つ
の
目
安
に
な
る
。

ζ

の
よ
う
に
推
論
し
、

う
限
田
制
の
規
定
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
こ
か
ら
み
る
と

詔虫干
一日罷
苑
市
以
賜
賢
二
千
絵
頃
、
均
回
之
制
従
此
堕
壊
。

(
孟
康
目
、
自
公
卿
以
下
至
於
吏
民
、
名
目
均
回
、
皆
有
頃
数
於
品
制
中
、
令
均
等
)

(漢
書

各
八
六

王
嘉
停
)

と
あ
る
均
田
之
制
と
は
、
孟
康
が
註
す
る
と
お
り
、

爵
制
H
品
制
に
封
腔
す
る
土
地
所
有
数
が
規
定
さ
れ
て
あ
っ
た
と
理
解
す
る
ζ

と
が
で
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す
で
に
曾
我
部
静
雄
、
堀
敏
一
雨
氏
は
と
の
均
田
之
制
と
は
師
丹
の
示
し
た
限
回
飢
を
指
し
て
い
る
と
み
た
。

列
の
そ
れ
か
と
み
ら
れ
、
均
田
之
制
は
右
、
限
田
制
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
と
私
も
お
も
う
が
、
た
だ
「
均
」
と
「
限
」
で
は
そ
の
意
味
に
多
少

の
ち
が
い
が
あ
る
。
均
は
爵
列
に
鷹
ず
る
田
土
畝
数
の
針
麿
と
い
う
い
み
で
あ
り
、
限
列
は
均
回
が
責
施
で
き
な
い
ば
あ
い
に
、
震
制
を
観
念

的
に
は
下
敷
き
に
し
つ
つ
も
、
各
爵
ご
と
の
封
照
を
考
え
な
い
で
、
大
ま
か
に
制
限
す
る
意
味
を
と
め
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
も
そ

「
議
限
列
」

と
あ
る
列
は
霞

も
限
田
制
は
董
仲
野
も
、

古
井
団
法
雄
難
卒
行
、
宜
少
近
古
限
民
名
回
、
以
潅
不
足
、
塞
弁
乗
之
路
。

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
井
田
・
均
田
な
ど
の
制
が
規
定
ど
お
り
お
ζ

な
わ
れ
な
い
と
き
の
、
便
宜
的
措
置
な
の
で
あ
っ
た
。
と
れ
さ
え
も
前
漢

末
で
は
貫
行
で
き
な
か
っ
た
が
、

こ
う
し
た
爵
制
的
思
考
は
士
大
夫
の
思
想
に
お
け
る
規
律
と
し
て
底
流
し
つ
づ
け
た
よ
う
で
、

(
後
漢
書

各
八
七

劉
一
脂
停
〉
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時
中
常
侍
蘇
康
・
管
覇
用
事
於
内
、
遠
回
天
下
良
田
美
業
山
林
湖
淳
、
民
庶
窮
困
、
州
郡
累
気
、
結
移
書
、
所
在
依
科
品
混
入
之
。

と
あ
る
よ
う
に
制
の
細
目
で
あ
る
科
品
が
膿
制
の
具
韓
化
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
ζ

と
が
知
れ
る
。
制
は
法
令
の
よ
う
に
明
文
化
さ
れ
な
い

ゆ
え
に
却
っ
て
、氷
い
生
命
を
も
ち
つ
や
つ
け
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
制
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
士
大
夫
の
観
念
に
、
妥
嘗
な
土
地
所
有
額
が
一
臆
存
在
し
て
い
な
い
と
、
「
制
を
総
ゆ
」

と
の
決
断
は
働
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
均
田
之
制
に
は
品
制
が
あ
っ
て
、
一
定
の
身
分
を
有
す
る
者
は
一
定
の
田
土
を
も
ち
う
る

と
し
た
孟
康
の
注
韓
は
貴
重
な
示
唆
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
守
屋
美
都
雄
氏
も
い
う
よ
う
に
漢
代
は
爵
・
列
侯
・
関
内
侯
以
外
は
無
邑
・
無
回
で

あ
る
か
ら
、
園
家
の
回
土
授
輿
と
い
う
と
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
的
な
土
地
所
有
で
も
士
大
夫
と
し
て
は
そ
の
所
有
が
際
限

の
な
い
も
の
と
は
し
て
お
ら
ず
、
爵
制
を
底
迭
と
し
た
自
己
規
制
の
力
が
士
大
夫
の
心
の
な
か
に
不
文
律
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

239 
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「制」

六金(惑帝紀注〕

H に 1/ 11、
十金

食邑(高紀下〉

枇忠 5頃(居延ffii)

張[白 6頃〔江陵nll)

10頃(淡書 卜式停〉

四十金(グ西南夷仰)

。(グ循吏仰)

分

民

'
'

身

庶

，h
z

卒

r

吏

'

爵

F

Z

軍
λ

古

両

ん

11 

11 

表

漢同名

公土

上 造

告書 褒

不更

大夫

官大夫

公大夫

公衆

五大夫

左庶長

右f夜長

左更

中更

在更

少上造

大上造

馬四車庶長

大府、長

別

身分

土

fノ

11 

1卸

大夫

11 

賞賜

田 l頃

11 2 1/ 

1/ 3 // 

Jケ 411

11 5 11 

1/ 6 1/ 

11 7 11 

11 8 11 

300家

600家

受関係件

斬甲首 1 

グ 2

3 

4 11 

商峡爵名

1.公土

2.上 造

3.轡裏

4.不 更

5.大夫

6.官大夫

7.公大夫

8.公衆

9.五大夫

10.客鯛1

11.正 卿

12.左庶長

13.右庶長

14.左吏

15.右更

16. 少良造

17.大良造

18. 
/ 粗食其l事

百金I ~書隙湯仰 l
l 黄 靭 w・/開内侯19. 

五

爵
制
と
田
土
所
有
額
の
割
腹

侯

別
表
に
し
め
す
よ
う
に
、
形
態
上
か
ら
み
る
と
、
商

戦
爵
制
が
漢
爵
に

ほ
ぼ
移
行
し
て
い
る
乙
と
が
み
て
と

れ
る
。

褒
賞
制
と
し
て
の
容
は
陸
制
的
爵
に
鑓
貌
し
た

が
、
そ
れ
が
従
前
の
博
統
を
承
け
て
い
る
以
上
、
士
大

夫
の
観
念
に
は
蓄
制
の
規
定
が
残
存
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
商
戦
爵
の
第

一
J
八
爵
ま
で
に

一
頃

J
八
頃
の
田

5'U 

土
所
有
額
が
劃
躍
す
る

規
定
は
漢
代
で
も
ひ
き
つ
が

- 68ー

れ
て
い

る
。
た
ピ
古
同
租
が
「
其
七
大
夫
以
上
、
皆
令
食

邑
」
と
し
た
の
で
、
四
厳
密
に
は
第
六
爵
ま
で

一
頃
づ
っ

20. 

累
進
の
田
土
量
が
規
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
庶
民
と
軍
吏
卒
の
雨
階
層
が
田
土
を
も
っ

て
農

耕
に
専
念
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
右、

高
温
の
令
は
空
文
化
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
、

高

爵
の
階
層
の
第
七
爵
以
上
は
別
途
、
爵
針
躍
の
田
土
数

が
定
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

乙
の
黙
を
と
こ
で

明
か
に
し
て
お
乙
う
。

一
つ

の
目
安
と
し
て
次
の
資
料
に
注
目
し
た
い
。

漢



書
巻
五
八

卜
式
俸
に
、

上
於
是
以
式
終
長
者
、
乃
召
奔
式
篤
中
郎
、
腫
爵
左
庶
長
、

田
十
頃
。

と
あ
る
。
ト
式
は
弟
に
田
宅
財
物
を
譲
っ
た
り
、
貧
民
に
銭
を
輿
え
た
り
し
た
人
物
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
表
彰
と
し
て
爵
・
財
が
興
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

と
と
に
は
「
爵
左
庶
長
・
田
十
頃
」
の
封
雁
が
一
亦
さ
れ
て
い
る
。
左
庶
長
は
第
十
爵
で
あ
る
か
ら
十
頃
の
回
土
の
賜
興
が
あ
る

の
は
商
鞍
爵
の
第
八
爵
・
八
頃
規
定
が
第
十
寄
・
十
頃
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
既
に
同
事
例
し
た
居
延
の
躍
忠
の
ば
あ
い

は
公
乗
で
あ
っ
た
か
ら
、
第
八
爵
・
八
頃
で
も
よ
い
は
ず
百
が
、
買
は
保
有
国
は
五
頃
で
あ
り
、
な
お
三
頃
を
も
っ
徐
裕
を
も
っ
て
い
た
ζ

と

⑬
 

に
な
り
、
近
出
の
江
陵
鳳
風
山
の
張
僅
の
ば
あ
い
、
第
九
爵
・
九
頃
で
も
よ
い
が
、
六
・

O
三
頃
で
あ
っ
て
な
お
三
頃
の
儀
裕
が
あ
る
。
爵
と

回
土
の
封
躍
を
示
す
資
料
は
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
右
の
よ
う
に
ど
く
少
い
が
、
黄
金
の
賜
興
の
例
が
あ
る
の
で
そ
れ
も
参
考
に
し
て
み
に
い
。

漢
書
、
越
食
其

・
陳
湯

・
糞
覇
の
諸
停
で
み
る
と
、
関
内
侯
で
は
黄
金
百
金
の
賜
興
が
限
度
で
あ
る
。
百
金
が
凡
そ
三
十
頃
に
嘗
る
と
計
算
す

る
と
、
卜
式
が
関
内
侯
に
な
っ
た
と
き
の
賜
輿
「
田
十
頃
・
金
六
十
斤
(
金
ど
を
田
土
で
換
算
し
て
、

ほ
ぼ
三
十
頃
に
近
接
す
る
額
と
な
る
の

- 69ー

で
あ
る
。
そ
の
基
準
で
み
て
い
く
と
、
漢
書
西
南
夷
停
で
は
右
庶
長
が
四
十
金
、
同
循
夷
停
で
は
左
更
が
四
十
金
を
拝
し
た
記
事
が
あ
る
。

乙

の
よ
う
に
十
一
・
十
二
の
倭
が
十
三
頃
払
献
を
国
土
と
し
て
も
ち
う
る
こ
と
と
な
り
、
倭
級
の
ナ
ン
バ
ー
よ
り
多
少
多
め
に
な
っ
て
く
る
が
、
大

艦
、
届
酎
級
と
国
土
頃
数
と
が
封
躍
す
る
と
い
う
考
え
が
土
大
夫
屠
の
観
念
に
固
定
す
る
よ
う
に
な
っ
に
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

キ吉

号五
ロロ

帝
陵
に
従
選
者
を
確
保
す
る
の
は
中
央
政
府
の
流
通
機
構
の
把
握
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
大
土
地
所
有
者
を
地
方
か
ら
中
央
に
移
し
て
分
解

し
、
そ
の
私
民
を
公
民
・
小
農
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
湾
民
制
を
設
展
さ
せ
る
企
圃
を
貫
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
品
兼
ね
て
彼
ら
を
奉
陵
の
民

と
し
て
帝
室
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
数
果
も
あ
わ
せ
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
徒
遷
者
は
官
僚
、
爵
保
有
者
、
財
産
家
な
ど
諸
階
層
の
有
力
者
を
ふ
く

241 

む
も
の
で
多
様
で
あ
る
が
、
基
底
還
元
的
に
い
う
と
歳
入
二
十
高
(
質
産
百
高
)

回
土
所
有
額
三
十
頃
以
上
が
標
準
と
さ
れ
て
い
た
。

爵
位
者
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と
官
位
者
の
従
濯
に
か
か
わ
っ
て
、
官
と
霞
の
閥
係
を
み
る
と
、

漢
初
で
は
一
元
的
で
な
く
、
前
者
は
中
央
集
権
化
の
方
向
性
を
も
ち
、
後
者

は
分
権
化
の
方
向
性
を
も
っ
秩
序
形
成
要
素
で
あ
っ
た
。
漢
初
、
戦
時
下
の
擢
宜
の
措
置
と
し
て、

爵
授
興
を
君
主
は
勢
力
結
集
の
手
段
と
し

た
が
、
中
央
集
権
化
の
た
め
に
は
官
位
に
よ
る
秩
序
を
形
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
や
が
て
官
秩
序
が
君
主
の
臣
下
統
御
の
主
軸
と
な

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
爵
制
が
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
く
の
が
漢
帝
闘
秩
序
の
形
成
傾
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

統
を
も
っ
爵
制
は
土
大
夫
の
観
念
に
底
流
し
、
豪
族
の
伸
長
と
そ
れ
に
伴
う
分
権
的
傾
向
の
進
展
と
と
も
に
、
そ
の
重
要
性
は
復
活
せ
し
め
ら

れ
て
く
る
。
そ
れ
は
私
的
土
地
所
有
制
の
内
的
自
己
規
制
に
つ
な
が
り
、
君
主
と
豪
族
の
矛
盾
の
調
整
的
役
割
を
果
す
乙
と
と
な
っ
た
。
限
田

「
封
建
的
」
俸

制
、
均
田
之
制
は
ま
さ
し
く
皇
帝
制
と
豪
族
的
土
地
所
有
の
創
刊
礁
を
回
避
す
る
も
の
と
し
て、

官
僚
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

註①
歴
史
謬
研
究

二
八
四
抗
。

②

『

漢
代
位
曾
経
済
史
研
究
』
第
四
章
。

③
①
参
照
。

@

板
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The Making of the Ruling System by the Emperors

　　　　　　　　　

in Han 漢Dynasty

Tａｋａｓhi Yoｓhiｎａｍi

　　　

The aim of removing the provincial men of influence to the environs

of the Imperial mausoleum was not only to bring the order in circulation

under the power of the former Han 漢Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎt，bｕtalso to cultivate

the small landowning farmers as the basis of the State ruling by trans-

ferring those great landholders to the central area and breaking the base

of the local　powers. Those who were forced to remov←the various

influencials of all ranks―included officials,highly titled persons and mer-

chants, but to paraphrase economically, the financial standings of them

were property of one million qian 銭or land of more than 30 qing 頃.

　　　

l must mention the difference between the officialrank and the court

rank, because among these immigrants there are two types, that is to say,

high officials and highly titled persons. In the beginning of the former

Han period, the official rank has ａ tinge of the centralization of power,

while the court rank has ａ touch of the decentraliztion of power, because

the former guaranteed estates and the latter guaranteed salaries. Roughly

speaking, in those days, when battle was the order of the day, the govern･

ment tried to concentrate powers by endowing the court ranks, but once

the peace was recovered, they converted into the policy of establishing the

order by the ｏ伍cial ranks.

　　　

But since the middle of the Han period, the court rank was attached

importance to, as the result of the ｅχtention of powerful local families'

influence and it became to show ａ permitted limit of the private landhol-

ding ； the system of court rank came to fulfill a function of controlling

both the Ｅ°peror's ideal of centralization and the actuality of decentrali-

zation and of great landholdings by local ｉｎ日uencials. We can see as its

evidence that i11 Xian-tian-zhi 限田制　and Jun-tian-zhi-zhi均田之制at

the end of the fomer Han, they used the system of court rank in the

land planning｡
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